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○ 主文

一 原告らの請求を棄却する。

二 訴訟費用は原告らの負担とする。

○ 事実

第一 当事者の求めた判決

一 原告ら

１ 被告は、石川県に対し、金一七億二一〇〇万円及びこれに対する昭和五五年二月一四

日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

３ 第一項につき仮執行宣言。

二 被告

主文同旨

第二 当事者の主張

一 請求原因

１ 原告らは石川県（以下「県」という ）の住民であり、被告は県の知事の職にあり、。

地

方自治法に基づき県の事務を管理執行する者である。

２ 被告は、県を代表して、昭和五四年一〇月三一日、学校法人金沢女子短期大学（代表

者理事長Ａ。以下「大学」という ）との間で、同大学から次のとおり土地建物を購入す。

る

売買契約（以下次の（三 （四）の契約内容はともかくとして、この契約を「本件契約」）

と

いう ）を締結した。。

（一） 売買物件

（１） 土地 別紙物件目録（一）記載のとおり（以下「本件土地」という 。。）

（２） 建物 別紙物件目録（二）記載のとおり（以下「本件建物」という 。。）

（二） 売買価格（合計四八億五〇〇〇万円）

（１） 本件土地 四二億五〇〇〇万円（一平方メートルあたり約二二万三〇〇〇円）

（２） 本件建物 六億円

（三） 所有権移転登記時期 昭和五四年一一月六日

（四） 代金支払時期 昭和五四年一一月一七日八億二五〇〇万円を支払い、その後昭和

五八年まで分割にて支払う。

３ 本件土地は、右契約当時大学の校舎敷地として利用されており、都市計画法上の住居

地域、風致地区に指定されていたところ、同土地に近接し類似の位置環境にある金沢市＜

地名略＞の宅地（以下「石引の標準地」という ）の地価公示法に基づく公示価格（昭和。

五

四年度。以下単に「公示価格」という ）は一平方メートルあたり一〇万二〇〇〇円（以。

下

一平方メートルあたりの価格を「単価」という ）であつた。従つて、本件契約の価格は。

右
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公示価格の約二・二倍高額ということになる。

４ 右のように高額な、適正価格を著しく超える売買価格が被告によつて決定され、大学

と本件契約が締結されるに至つた経緯は次のとおりである。

（一） 被告は昭和五三年六月頃、大学が本件土地からの移転を計画しているとの情報を

得たので、同年八月頃大学に対して、

県において本件土地及び同建物を買い受けたい旨申し入れた。

（二） 大学は、右移転に要する費用が七〇億ないし八〇億円見込まれていたので、県と

の売買契約に際しては、適正な時価を無視してでも、売買代金名下に右費用を県に支弁さ

せようとの意図を有しており、この意図の下に、株式会社総合鑑定所に別表（３）の、株

式会社石川県不動産鑑定事務所に同（４）の各鑑定評価書をそれぞれ作成させ、昭和五四

年一月末に被告に提出した。

しかし、右各鑑定評価は、本件土地については、次の（１）及び（２）に述べるとおり、

その地域性、環境等を無視し、地価公示法八条、一一条等に違反し 「不動産鑑定評価基、

準」

（住宅宅地審議会の昭和四四年九月二九日建設大臣宛答申。以下「基準」という ）に照。

ら

しても甚だしく妥当性を欠くという違法かつ不当なものであつた。

（１） まず別表（３）の鑑定評価は、本件土地について、取引事例比較法による比準価

格を求め、その単価を二二万五〇〇〇円とし、また高級分譲マンシヨンの建設を想定した

開発方式による土地価格の単価を二〇万二二〇〇円と試算し、周辺の基準地（国土利用計

画法施行令七条に基づくもの。以下同じ ）の調査価格を規準として算出した単価二二万。

五

四七〇円との均衡も考慮し、結局右比準価格を本件土地の価格として採用して、これに同

土地の面積を乗じて得た四二億八七六〇万円をもつて本件土地の価格と評価している。

ところで 「基準」によれば、取引事例比較法は 「多数の取引事例を収集して適切な事、 、

例

の選択を行ない、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を施し、か

つ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行なつて求められた価格を比較考量し、これ

によつて対象不動産の試算価格を求めるものである 」と定義され、この手法により求め。

ら

れた試算価格を「比準価格」と称する旨規定され、そして右にいう取引事例は、近隣地域

又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものであること、その取引事情が正常

なものと認められるものであること、個別的要因の比較が可能なものであること、時点修

正をすることが可能なものであることの要件の全部を備えるもののうちから選択しなけれ

ばならない、とされている。

そうであるところ、本件土地及びその付近は都市計画法上の住居地域、風致地区に指定さ

れており、商業地域ではない。また、

本件土地のような広大な面積を有する土地の価格を求めようとするときは、地積が不動産

の価格を形成する要因として重視され、一般的な経験則によれば、地積が過大であること

は減価要因となる。さらに、当該取引の当事者が地方公共団体である場合の方が、個別的
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要因の比較としては本件土地により近似しているということになる。従つて、取引事例比

較法によつて本件土地の正常な価格を求めようとするなら 「基準」に従い、本件土地と、

同

じく住居地域、風致地区にある土地で、面積も本件土地程度に広大であり、かつ売買当事

者も地方公共団体のものを取引事例として選択すべきであつたのに、右鑑定評価は、本件

土地の最有効使用（ 最有効使用」とは 「不動産の価格は、その効用が最高度に発揮さ「 、

れ

る可能性に最も富む使用（最有効使用）を前提として把握される価格を標準として形成さ

れる 」という「基準」における「最有効使用の原則」に基づく用語である ）を二万平。 。

方

メートル前後の公共公益施設用地とし、かつ別紙取引事例目録一、二記載のような本件契

約と酷似した事例があるのにこれを全く顧みることなく、本件土地と距離的にはるかに離

れ、都市計画法上の商業地域もしくは近隣商業地域に属し、面積も本件土地とは比べ物に

ならない程狭小であり、かつ売買当事者も民間私人である事例を選択した。しかも、右鑑

定評価は、右取引事例における取引価格について本件土地との地域格差及び個別的要因に

よつて殆ど大きな減価修正をすることなく、本件土地の比準価格の単価を二二万五〇〇〇

円と算出している。さらに、右鑑定評価は、本件土地が一部異形地や崖地を含んでいるこ

と、前記の地積の過大という重要な減価要因を全く無視し、右の単価に本件土地の面積一

万九〇五二平方メートルをそのまま乗じて、本件土地の価格を四二億八六七〇万円と算出

してしまつている。

すなわち、右に述べた事情によれば、右鑑定評価の行なつた取引事例比較法は 「基準」、

の

定める方法に反するものである。

また、右鑑定評価は、規準となる土地の価格との均衡を考慮するに当たつては、本件土地

に近接し、同土地と同様に住居地域、風致地区に指定され、同一環境にある石引の標準地

の公示価格（単価一〇万二〇〇〇円）を採用すべきであつたのにもかかわらず、本件土地

の最有効使用を「公共公益施設地」としながら右公示価格を採用せず、

前記のように商業地域である同市＜地名略＞の県の調査価格（国土利用計画法施行令九条

に基づく標準価格の意味で、公示価格ではない ）の単価一六万八〇〇〇円を採り、しか。

も

これをわざわざ増加修正して単価二二万五四七〇円を算出している。このことは、標準地

、 。の公示価格と対象土地の価格との均衡の保持を定めた地価公示法八条 一一条に違反する

（２） 次に、別紙（４）の鑑定評価は、取引事例比較法による比準価格の単価を二四万

七〇〇〇円と算出し、これを公示価格を規準として求めた単価二四万一〇〇〇円、並びに

分譲マンシヨンを想定した収益還元法による単価二三万八〇〇〇円とそれぞれ対比して、

結局右比準価格を採用し、この単価に本件土地の地積を乗じて本件土地の鑑定評価額を四

七億〇五八四万四〇〇〇円としている。

ところで、右鑑定評価は、本件土地の最有効使用を公共公益施設と評価しているから、別

紙取引事例目録一、二記載のような公共公益施設地目的で売買された直近の距離にある住

居地域、風致地区の中の同様の規模の地積を有する宅地の事例をもつて取引事例とすべき
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であつたにもかかわらず、商業地域もしくは近隣商業地域にある地積の狭小な、売買当事

者及び売買目的等の個別的要因等の点でも本件土地の比準価格を求めるにはふさわしくな

いものばかりを取引事例として選択した。しかも右評価は、これらの取引価格をさらに増

加修正したうえで試算価格を求め、その平均をもつて前記の比準価格とした。その上本件

土地の地積の過大さ、崖地の存在等の重要な減価要因を無視した。

すなわち、これらの事情に照らせば、右鑑定評価は「基準」に違反するものである。

、 、 、そのうえ 右鑑定評価は 前記のとおり公示価格を規準として単価を求めるに当たつても

地価公示法八条、一一条を無視し、本件土地に近く、類似地域にある石引の標準地の公示

価格を採らず、わざわざ中層店舗が並ぶ路線商業地域である金沢市＜地名略＞の宅地の公

示価格を規準として判断している。

また、右各鑑定評価は、本件建物については次のような問題点を有していた。すなわち、

同建物は、大学の校舎として建築され、長年使用されてきたものであつて、県が本件土地

を取得するとしても、その構造及び建築年数や想定されるいかなる用途から考えても同建

物はこれを解体収去するしかないことは明らかであり、

また県としても本件契約締結当時から既に本件土地を新美術館建設用地として考えてお

り、

このことに照らしても同建物は収去するしかないものであつた（現に昭和五六年八月、同

建物は約一億一〇〇〇万円の費用で収去された 。そうであるところ 「公有財産に関す。） 、

る

」（ ） 「 」事務の取扱いについて 昭和三九年石川県総務部長通知 に定める 公有財産評価要領

（以下「要領」という ）は、建物の評価につき、それが右のように解体を条件として売。

買

される場合には 「建物の解体によつて生ずる素材価格から解体に要する経費を減額して、

求め これと民間精通者の鑑定評価額とを比較検討の上決定する とし 基準 は 最、 。」 、「 」 、「

有効使用の観点から建物をとりこわすことが妥当と認められる場合における建物及びその

敷地の鑑定評価額は、当該敷地の最有効使用に基づく価格（更地としての価格）に建物の

解体による発生材料の価格を加算し、とりこわし、除去、運搬等に必要な経費を控除して

求める 」と規定している。従つて、本件建物を収去予定建物として扱い 「要領」及び。 、

「基

準」に従つて鑑定評価するならば、本件建物の古さ及び一億一〇〇〇万円という収去費用

からみて、その鑑定評価額は〇円になるかあるいはむしろマイナスになる（もし買主があ

えて最有効使用に反する建物を使用する場合には、土地の価格について建付減価を行なう

、 。）。 、 （ ）（ ） 、から 価格については結果的に同じになる ところが 別表 ３ ４ の鑑定評価は

本件建物を存置建物として、これを七億二二四三万二〇〇〇円ないし七億四四四三万八〇

〇〇円と評価していたため、本件契約の売買価格の決定の資料とすることは不適当であつ

た。

（三） このように、右の二つの鑑定評価は、前記の如き大学の意図に迎合したものであ

り、買主たる県にとつては、売買価格の資料としてはならないこと 「要領」にいう民間、

精

通者の意見たりえないことは、被告が知事としての後記５（二）の注意義務を尽くせば容
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易に判明することであつた。しかし被告は、売買交渉においてこの大学の意図を知るや、

これを容認し、本件土地建物の適正な時価を無視し、この時価に加えて相当額の移転費用

を含めた価格を売買価格とすることを大学と合意した。

（四） その後被告は 「要領」の定め（後記５（二 ）に基づき、民間精通者の鑑定評、 ）

価

を求める必要があるとの判断から、昭和五四年四月二四日、

財団法人日本不動産研究所金沢支所の不動産鑑定士に対して本件土地建物の鑑定評価を依

頼したが、前記（二）に述べたような事情からすれば、被告としては、この依頼に当たつ

ては、本件建物を解体収去を予定した建物としての適正な価格を鑑定評価させるべきであ

つたのに、逆に存置建物として鑑定評価させた。

被告は、同年五月二日、同財団法人から別表（１）の鑑定評価書の提出を受けたが、右の

鑑定評価は、本件土地については、その最有効使用を「中層事務所地」とし、調査価格を

規準とした単価を一八万二〇〇〇円、取引事例比較法による比準価格の単価を一九万四〇

〇〇円ないし二〇万円、収益還元法による単価を一八万六〇〇〇円としたうえ、地積の規

、 、 、模大 不整形地 崖地部分を含む等の諸要因について合計二〇パーセントの減価を行ない

、 、眺望が優る点で三パーセントの増加修正をしたうえ 本件土地の単価を一五万八〇〇〇円

総額を前記の各鑑定評価より一二億ないし一七億円低い三〇億一〇〇〇万円と鑑定し、ま

た本件建物については、これを存置建物として七億一九〇〇万円と鑑定していた。

そして、被告としては、右の鑑定評価の提出を受けた時点で相当の注意を払えば、本件土

地の適正価格が右の三〇億一〇〇〇万円を超えないことは優に判断しえたことであつた。

（五） ところが、被告は、本件土地について、右の鑑定評価を何ら合理的な理由もない

のに大学との売買の参考資料とせず、さらに昭和五四年五月九日三井信託銀行株式会社金

沢支店の不動産鑑定士に改めて鑑定評価を依頼したが、この依頼に当たつても本件建物を

解体収去する建物としての適正な価格を鑑定させるべきであつたのに、逆に存置建物とし

て鑑定させた。

被告は同年五月二六日右の不動産鑑定士から別表（２）の鑑定評価書の提出を受けたが、

以下の事由によれば、この鑑定評価もまた地価公示法八条、一一条等に違反した違法かつ

不当なものであり、また本件建物についてもこれを存置建物として鑑定評価しているとい

う別表（１）の鑑定評価と同様の問題があつて、これを売買価格決定の資料にすべきでな

いことは、被告が知事としての後記５（二）の注意義務を尽くして検討すれば容易に判明

しえたものであつた。

すなわち、右鑑定評価は、本件土地の最有効使用を「ホテル又は文化的、伝統的施設例え

ば文化ホール等の公共的施設用地」と判定したうえで、

取引事例比較法によつて求めた比準価格の単価を二二万一〇〇〇円とし、これに不整形地

及び崖地部分による減価率一〇パーセントを乗じた額を控除した一九万九〇〇〇円を、本

件土地について分譲マンシヨンを想定した原価法による単価一七万五〇〇〇円と比較し、

また調査価格を規準として算出された単価一七万三〇四〇円との均衡を考慮したうえ本件

土地の単価とし、同土地を総額三七億九一三四万八〇〇〇円と鑑定した。しかし、その取

引事例比較法において選択した事例はすべて商業地であり、かつ面積も狭小であり、距離

的にも本件土地と離れていて、取引事例としてはすべて不適当なものばかりである。さら
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。 、に右鑑定評価は本件土地の地積が過大であることを何らの減価要因としていない 従つて

右鑑定評価は「基準」に反するものであつた。

また右鑑定評価は、前記の均衡を考慮する価格の算出に当たり、地価公示法八条、一一条

に違反し、商業地における基準地を採用した。

（六） 従つて、被告は、知事として、石川県財務規則（昭和三八年石川県規則六七号。

以下「規則」という ）一八九条、二一九条（その内容は後記５（二）記載のとおり ）。 。

に

従い、売買価格について大学と合意する前に「規則」及び「要領」の定める価格評定員に

よる価格評定をさせ、その際には右（２）ないし（４）の各鑑定評価は売買価格の資料、

すなわち「規則」二二〇条（その内容は後記５（二）記載のとおり ）及び「要領」にい。

う

、 （ ）民間精通者の意見として扱われないようにすべきことは 被告が知事としての後記５ 二

の注意義務を尽くして検討すれば容易に判明することであつた。

しかし、被告は、右の「規則」及び「要領」の規定に反し、別表（２）の鑑定評価書の提

、 、 、 、出を受けるや 価格評定員による価格評定を行なうことなく かつ 本件土地については

前記四つの鑑定評価のうち別表（１）の鑑定評価を何ら合理的理由がないのに交渉の資料

から除外し、逆に前記のとおり採用すべきでないその他の三者の本件土地の鑑定評価額の

平均値四二億六一二九万七〇〇〇円を基にして同年四月から七月下旬まで大学と交渉し、

同年八月下旬には売買価格を四二億五〇〇〇万円とすることで大筋において妥結を見、ま

た本件建物についても、その頃売買価格を六億円とすることで大筋において妥結し、九月

中旬には細部についての協議を遂げ、

この段階で売買価格についても売主と事実上の合意に達してしまつていた。

（七） 続いて被告は、売買価格決定に資するため 「規則」二二一条（その内容は後記、

５

（二）記載のとおり ）により、石川県財産係長Ｂを価格評定員に任命し、同人をして本。

件

土地及び同建物の価格評定（以下「本件評定」という ）を行なわせた。この場合も、本。

件

建物のように買主たる県にとつて何の役にも立たずただ解体収去するしかない建物がある

ときは、被告としては、同建物の価値を〇円と評価し、売買契約締結に当たりかような無

価値の建物に県民の血税を支払うようなことは避けるべきであり、そのために 「規則」、

一

八九条、二一九条、二二〇条及び「要領」の要求する価格評定に当たつては、本件建物は

解体収去すべきものとしてこれを評定するよう指示すべきであつたのに、そのような指示

をしなかつた。

その結果、同年九月二一日同人より本件土地を四三億円、同建物を六億九九五一万四〇〇

、 、 「 」、〇円と評価する評定調書の提出を受けたが 以下の理由によれば 本件評定もまた 規則

「要領 、地価公示法八条、一一条に違反した違法かつ不当なものであり、また解体収去」

を

予定している本件建物をすべて存置建物として評価したものであつて、これを売買価格決
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定の資料にすべきでないことは、被告が知事としての後記５（二）の注意義務を尽くせば

容易に判明することであつた。

すなわち、まず右評定は、本件土地について「要領」に定める基準価格を判定するに当た

り、同土地は非課税地のため課税標準価格がないので、固定資産課税標準価格を基にした

価格、相続税課税標準を基にした価格は算定できないとして 「要領」にいう売買実例を、

基

にした価格の算定を行ない、本件土地を四三億円と評価している。しかし 「要領」は、、

そ

のような場合 「採用する売買実例価格は、当該土地の近傍に所在する類似の品位の土地、

の

売買実例価格とし、日本不動産研究所調査の土地価格推移指数等による時点の修正を行な

うほか、必要に応じ取引成立の経緯、地上物件の状況、その他特殊事情を参酌の上売買実

例価格を修正するものとする 」と定めているのにもかかわらず、右評定は、前記のよう。

に

本件土地が住居地域、風致地区に指定され商業地ではなく、また本件土地の直近に別紙取

引事例目録一、二記載のように右にいう本件土地の類似の品位の土地の売買実例があるに

もかかわらず、

売買実例をすべて商業地の狭小な宅地に求めている。また 「要領」は 「評価格は、次、 、

式

の要領により算定評価格を算出し、民間精通者の鑑定評価格と比較検討の上（両者の平均

額を標準とする ）決定するものとする 」と規定しているにもかかわらず、右評定は、。 。

右

の民間精通者の鑑定評価額のうち、前記（１）の日本不動産研究所のそれを右の平均額算

出に当たり故意に除外し、その他の同（２）ないし（４）の鑑定評価額のみをもつて平均

。 、 、 、 、額の資料とした しかも 右三者の各鑑定評価は 前記のとおり地価公示法八条 一一条

「基準」などに照らして甚だしく妥当性を欠くものであり、これを「要領」にいう民間精

通者の意見として取り扱つたり、売買価格の資料とすべきでないことは、被告や担当職員

が相当の注意を払つて検討すれば容易に判明することであり、右のような問題点も容易に

是正できることであつた。

（八） ところが被告は、本件土地については、被告の依頼した別表（１）の最も低額な

評価をした鑑定評価を故意に除外し、同（２）ないし（４）の各鑑定評価及び本件評定を

基礎に大学と交渉の詰めを行ない、右の評定額四三億円を基に、別表（２）ないし（４）

の各鑑定評価額の平均四二億六一二九万七〇〇〇円を基礎として、最終的に売買価格を四

二億五〇〇〇万円と決定し、その旨大学と合意した。また、本件建物については、前記の

価格評定員の評定額六億九九五一万四〇〇〇円を基に、別表（１）ないし（４）の各鑑定

評価額の平均七億二七六二万九〇〇〇円を基礎に、最終的に売買価額を六億円と決定し、

大学と合意した。

そして被告は、県を代表して、昭和五四年一〇月四日右を売買価格とする売買契約の予約

についての覚書を、大学と締結した。

（九） そして、被告は、本件契約を締結することについて、昭和五四年一〇月九日から
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開かれた同年第四回県議会において、同日、議案第一二号「財産の取得について（本多の

森整備用地 」として提案した。）

右議会の審議において被告は、委員会及び本会議を通じて、右契約の内容、特に売買価格

については殆ど何の根拠も示さず、売買価格決定の過程については、求められてもこれを

ひた隠しに隠そうとし、かろうじて会期途中において別表（２）ないし（４）の各鑑定評

価につきその存在及び評価額のみを明らかにしたが、

議員からの度々の要求にもかかわらず鑑定者の氏名及び鑑定評価の内容は明らかにしなか

つた。そして別表（１）の鑑定評価についてはその存在すら故意に隠蔽し続けたが、会期

最終日の昭和五四年一〇月二二日になり、総務企画委員会において一委員より追及を受け

て、右鑑定の存在のみ明らかにした。しかし右鑑定評価の存在は全議員に周知されること

なく、右議案は同日の本会議において賛成多数で可決された。被告のこの行為は、県議会

の議決を騙し取つたに等しい。

（一〇） そして、右議決に基づき、被告は県を代表して本件契約を締結した。

５ （一）普通地方公共団体（以下単に「地方公共団体」という ）の長（以下「長」と。

い

う ）の地方公共団体に対する損害賠償責任については民法の規定が適用され、その要件。

の

もとで、長は地方自治法二四二条の二第一項四号の住民訴訟の対象となる損害賠償義務を

負うこととなるというべきである。

（二） そして、地方公共団体が不動産を購入する際の代金の決定は、通常、長の裁量事

、 、項であるので 右代金の決定が裁量権の逸脱もしくは濫用にあたる異常なものである場合

当該売買契約の締結行為は不法行為としての違法性を帯び、所定の要件の下で、民法上の

不法行為責任としてこれにより地方公共団体が被つた損害を賠償する責任を負う。

そうであるところ、長としての県知事は、以下のような不法行為（民法七〇九条）上の注

意義務を負つているものというべきである。

すなわち、不動産の購入は多額の県税の出捐を伴うものであることに照らせば、とりわけ

本件のように巨額な売買価格の場合には、県知事が県の執行機関として売主との交渉を行

ない、売買契約の内容を合意し、県を代表して売買契約を締結するに際しては 「規則」、

及

び「要領」所定の手続を履践しなければならないのはもとより、その全過程を通じて、購

入物件の性質、権利状態、価格等について十分な調査を行ない、特に価格についてはでき

るだけ適正妥当な額で取得し、県に損害を与えないように務めるべき注意義務がある。こ

こに適正妥当な価格とは、公示価格を規準として評価した価格であり、本件土地について

は少なくとも別表（１）の鑑定価格である三七億二九〇〇万円を上回らないことは明白で

ある。

このような注意義務の存在は、条理上からいつても当然である。ちなみに国土利用計画法

一四条一項、一六条によれば、

同法一二条に規定する規制区域に所在する土地について権利の移転等の契約をするに際し

ての都道府県知事の許可基準として相当な価額によることを規定しており、このことに照

らしても、知事が自ら県を代表して売買契約を締結する際にもできるだけ適正妥当な価格
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で取引すべき右条理上の注意義務が要請されるといわなければならない。

のみならず、右注意義務の存在は、以下のような法令上の根拠を有している。すなわち、

地方自治法一三八条の二によれば、長としての知事は、その職務を処理するについて、一

般に誠実に管理し執行する義務を負担している。そして「規則」は、公有財産取得前の措

置として、その一八九条で「購入、交換、寄附その他により、公有財産を取得しようとす

る場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査を行ない、権利の設定又は特殊の義務

があるときには、これを消滅させ、またはこれに関し必要な措置を講ずるものとする 」。

と

規定し、購入などの場合に、県に損害を与えないように十分な調査を行なうべきことを要

求している。また、取得しようとする物件の価格評価については 「規則」二一九条は、、

「土

地及び建物を取得し、管理しもしくは処分し、又は借り受ける場合は、二人以上の価格評

定員に価格の評定を行なわせるものとする 」とし、同二二〇条は 「土地または建物の。 、

価

格は、適正な時価によつて評定するものとする。この場合にあつては、精通者の意見及び

売買実例を参考にして当該物件の品位及び立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算

出するものとする 」と定めている。この価格評定員は、その重要性に鑑み 「規則」二。 、

二

一条によつて「知事が任命又は委嘱する」ものとされている。そして「規則」を受けてさ

らに 「要領」は、右価格評定員の評価の基準を詳細に定めるとともに 「評価格は次式、 、

の

要領により算定評価格を算出し、民間精通者の鑑定評価格と比較検討の上（両者の平均額

を標準とする）決定するものとする 」として 「規則」二二〇条にいう「精通者の意見」。 、

を重要なものとして位置づけ 「要領」第一の６で民間精通者を不動産鑑定士などに限定、

す

るとともに、同７では、同記載以外の場合は民間精通者の鑑定評価を省略することができ

ないと規定している。このように 「規則」や「要領」が土地及び建物を取得等する場合、

の

価格評価について詳細な定めをしている趣旨は、

特に土地及び建物という不動産を取得するについては多額の出捐を伴うことが通常である

ことに鑑み、県知事をして売買交渉に先立ち当該不動産について適正妥当な価格とかけ離

れた不動産の取得による損害を回避せんとしたものであり、従つてこれら法令からして、

県知事は 「規則」や「要領」の要求する手続を履践しなければならないのみならず、価、

格

評定員の評価が「要領」に定める基準に合致している適正なものであること、及び民間精

通者の鑑定評価が地価公示法や「基準」などに照らし妥当なものであることが前提として

要求されているといわなければならない。そして、担当者のみならず県知事もまた、地方

自治法一五四条に定める職員に対する指揮監督権を相当の注意をもつて行使し、これら諸

規定を担当職員に遵守させねばならず、かつ自らが売買交渉、契約締結に当たる際も、県

知事の裁量権はこれら法令の定めに覊束されるといわねばならず、従つてこれら法令の趣
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旨からいつても前記注意義務の存在は明らかである。

また、地方自治法九六条一項五号が本件のような契約の締結に議会の議決を要求している

以上、知事は契約の適否を十分に審議できるように、その内容を議会に十二分に説明すべ

き注意義務も負つている。

従つて、県知事が以上の条理上、契約上、法令上の注意義務を怠り、適正価格を著しく超

える価格で売買契約を締結した場合には、当該県知事の行為は不法行為における故意また

は過失による違法行為との評価を受けることになる。

（三） また、知事はその代表する地方公共団体と民法上の委任関係にあり、委任契約に

おける受任者として善良なる管理者の義務を履行しなければならないところ、売買契約の

締結はその委任義務の履行にあたるから、県知事において右（二）の各注意義務に違反し

て裁量権の濫用または逸脱に当たる異常に高額な代金で売買契約を締結すれば、民法上の

債務不履行としてこれにより県が被つた損害の賠償責任を免れない。

（四） ところが、被告は、前記４のとおり右の各注意義務に著しく違反し、適正価格に

加えて相当額の移転費用を県に支弁させようという大学の意図に迎合し、本件土地につい

ては、自己の依頼した最も低額な別表（１）の鑑定評価を故意に除外して、売買価格決定

の根拠にしてはならない違法な同（２）ないし（４）の鑑定評価をあえて基礎とし、本件

建物についても、

いずれも本件建物を存置建物として鑑定しているため売買価格決定の参考とすべきでない

同（１）ないし（４）の鑑定評価を正当な評価として扱い、また本件建物を存置建物とし

て六億九九五一万四〇〇〇円と評定した本件評定をも売買価格決定の基礎とし、さらに県

、 、議会にはこれらのことを故意に隠そうとし その結果裁量権を著しく濫用または逸脱して

本件土地建物の適正価格（本件土地については本来公示価格を規準として算定されるべき

であるが、少なくとも別表（１）の鑑定価格である三〇億一〇〇〇万円を上回らない。ま

た、本件建物については〇円である ）を著しく超えた異常な高額の売買代金で本件契約。

を

締結し、県に右売買価格支払債務を負担させてしまつた。

、 、６ ところで 本件土地は公簿面積一万九〇五二平方メートルにおよび広大な土地であり

その環境も風致地区に属し、それまで学校用地として利用されて来た土地であつて、その

面積、地域性からいつて買手を得ることが極めて困難な性質の土地であつた。すなわち、

民間私人ないし私企業がこれを取得しても採算可能な投資とは到底いえず、勢い地方公共

団体や公法人等にでもこれを売りつけなければおよそ売買が成立する可能性がない土地で

あつたといえる。加えて、売主である大学は、当時既に学校用地の全部移転を決定し実施

中であり、その資金を早急に捻出せねばならず、本件土地を必ず売却しなければならない

情況にあつた。従つて、本件土地の売買は、著しく買手優位の売買であつて、その購入価

格も適正な時価で契約を締結することは容易であつた。従つて、本件土地の売買に当たつ

て、被告がこれを適正な価格で県に取得させることは可能であつた。

仮にそうでなかつたとしても、本件土地は行政目的上不可欠ではなかつたのであるから、

県に損害を与えてもなお取得しなければならない必要性はなく、その場合には被告はその

購入を差し控えるべきであつた。

７ 従つて、被告は、県に対し、民法上の不法行為もしくは債務不履行による損害賠償と



- 11 -

して、被告の本件契約の締結によつて県が被つた損害を賠償する義務を負うところ、右契

約によつて、県は合計四八億五〇〇〇万円の売買代金支払債務を負担するに至り、このう

ち本件土地については、右売買価格と適正な価格との差額に相当する債務額の損害を被つ

たものであり、

その額は少なくとも右売買価格四二億五〇〇〇万円と別表（１）の同土地の鑑定評価額金

三〇億一〇〇〇万円の差額である一二億四〇〇〇万円を下らない。また、本件建物につい

ては、県は何の効用もなく解体収去するだけの同建物のために六億円もの代金支払債務を

負担させられたのであり、少なくとも右同額の損害を被つたものというべきである。

８ 原告らは、本件契約について昭和五四年一一月一六日地方自治法二四二条第一項に基

づき監査請求を行なつたが、昭和五五年一月一一日右請求は棄却された。

９ よつて、原告らは、地方自治法二四二条の二第一項により県に代位して、不法行為も

しくは債務不履行による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、金一一億二一〇〇万円及

びこれに対する訴状送達の翌日である昭和五五年二月一四日（不法行為による損害賠償請

、 ）求権については弁済期経過後 債務不履行による損害賠償請求権については弁済期の翌日

から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二 請求原因に対する認否

１ 請求原因１は認める。

２ 同２のうち （三）及び（四）は否認し、その余は認める。、

３ 同３のうち、石引の標準地が本件土地に近接し類似の位置環境にあることは否認し、

その余は認める。

４ 同４について

（一） は認める。

（二） のうち、大学が昭和五四年一月末別表（３）及び（４）の鑑定評価書を被告に提

出したこと、及び県が昭和五六年八月訴外清水真柄特別共同企業体に本件建物の収去を約

一億一〇〇〇万円で請負わせ、その工事が開始されたことは認め、その余は否認する。

（三） は否認する。

（四） のうち、被告が「要領」の定めに基づき民間精通者の鑑定評価を求める必要があ

るとの判断から昭和五四年四月二四日財団法人日本不動産研究所金沢支所の不動産鑑定士

に対して本件土地建物の鑑定評価を依頼したことは認める。

（五） のうち、被告が同記載の日に三井信託銀行株式会社金沢支店の不動産鑑定士に改

めて鑑定評価を依頼したこと、及び同記載の日に右の不動産鑑定士から別表（２）の鑑定

評価書の提出を受けたことは認め、被告が別表（１）の鑑定評価を何ら合理的な理由もな

いのに大学との売買の参考資料としなかつたこと、別表（２）の鑑定評価が地価公示法八

条、一一条等に違反した違法かつ不当なものであつたこと、

これを売買価格決定の資料にすべきでないことは被告が知事としての注意義務を尽くして

検討すれば容易に判明しえたこと、及び第三、第四段は否認する。

（六） は否認する。

（七） のうち、同記載のように本件評定を行なわせたこと、及び同記載の日に同記載の

、 「 」、「 」、 、ような評定調書の提出を受けたことは認め 右評定が 規則 要領 地価公示法八条

一一条に違反した違法かつ不当なものであり、これを売買価格決定の資料にすべきでない
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ことは被告が知事としての注意義務を尽くせば容易に判明することであつたこと、及び第

三段は否認する。

（八） のうち、県と大学との間で売買価格を本件土地については四二億五〇〇〇万円、

同建物については六億円と合意したこと、及び同記載の日に右を売買価格とする売買契約

の予約についての覚書を締結したことは認め、その余は否認する。

（九） のうち、前段は認め、後段は議案が可決されたことは認めるが、その余は否認す

る。

（一〇） は認める。

５ 同５について

（二） のうち 「規則」の各条項の存在は認め、第三段、第四段中「このような」から、

「当

然である 」まで、及び第五段以下は否認する。。

（三） のうち、知事がその代表する地方公共団体と民法上の委任関係にあり、売買契約

の締結はその委任義務の履行に当たることは争う。

（四） のうち、被告が注意義務に違反し、本件土地について、自己の依頼した最も低額

な別表（１）の鑑定評価を故意に除外して、売買価格決定の根拠にしてはならない違法な

別表（２）ないし（４）の鑑定評価をあえて基礎とし、さらに県議会にはこのことを故意

に隠そうとし、同土地の適正価格を著しく超えた異常な高額の売買代金で本件契約を締結

したことは否認する。

６ ４同６及び７は否認する。

７ 同８は認める。

三 被告の主張

１ 本件契約に至る経緯は以下のとおりである。

（一） 兼六園、金沢城及びいわゆる本多の森は一体として広く県民に親しまれた地域で

あり、県としては、本多の森を芸術、文化ゾーンと位置づけ、県民の憩の場としての整備

を進めていたが、昭和五三年六月頃大学が本件土地建物からの移転を計画しているとの情

報を得たので、右土地が金沢市における極めて貴重な都市空間であり、その所有権が県以

外の者に移転した場合には右の本多の森周辺整備計画にも重大な支障を来すとの見地か

ら、

同年八月頃、

県において同土地を買い受けたい旨大学に申し入れたところ、大学は本件土地建物を一括

してなら売却してもよいという意向を示したので、売買条件等についての交渉を始めた。

（二） 交渉に入つた当時、大学は本件土地建物をできるだけ高く売却し、その代金をも

つて大学の移転費用を賄うとの基本方針に立つて、売買代金は少なくとも五〇億円を上回

るものとするという意思をもつて県との交渉にあたり、昭和五四年一月末には別表（３）

及び（４）の鑑定評価を示し、県に対し六〇億ないし七〇億円という価格の提示主張を続

けてきた。県としては大学の右のような方針や意思を知る由もなく、大学の示した右鑑定

評価額の価格を引き下げるべく交渉を重ねた。

（三） 一方県は、本件土地建物の数量及び購入に必要と予測される予算規模からみて、

また、大学との折衝に資するため、大学から提出を受けた鑑定評価の外に「要領」に基づ
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き民間精通者の鑑定評価を求める必要があるとの判断から、昭和五四年四月二四日、財団

法人日本不動産研究所金沢支所に対して本件土地建物の鑑定評価を依頼し、同年五月二日

別表（１）の鑑定評価書の提出を受けた。

県は、右の別表（１）の鑑定評価について検討したが、本件土地の鑑定評価額三〇億一〇

〇〇万円は、同土地に幅員一二メートルの両側歩道付舗装道路を敷設したうえで、一区画

一五〇〇平方メートルの中層事務所用地とした最有効使用を前提とし、評価対象面積の約

一二パーセントにあたる二三四〇平方メートルを道路敷地として、その価格を〇円と査定

するとともに、その他の個別的格差による減価要因をみて算定されたものであるところ、

これは県が想定している本多の森周辺整備計画とは甚だしく相違する観点に立つたもので

あつたので、右鑑定評価をもつて売買交渉に直接資することは適切ではないと判断した。

（四） このため、県は、昭和五四年五月九日、三井信託銀行株式会社金沢支店に改めて

本件土地建物の鑑定評価を依頼し、同年五月二六日別表（２）の鑑定評価書の提出を受け

た。同鑑定評価においては本件土地の最有効使用を近隣地域の標準的使用、対象地の個別

的要因より判断して 「ホテル又は文化的、伝統的施設例えば文化ホール等の公益的施設、

用

地」と捉えたうえでその価格を三七億九一三四万八〇〇〇円と評価しており、

この評価に当たつての最有効使用はおおむね県が想定している本多の森の整備計画と合致

していたため、土地売買価格の交渉においてもこの鑑定評価額を参考とするのが適当であ

ると判断された。

（五） 県と大学の間においては、右のように双方が不動産鑑定士による本件土地建物の

鑑定評価額を掌握した頃から、売買価格を含む具体的な契約条件について交渉が進められ

。 、 、た 昭和五四年九月中旬頃 売買条件の基本事項につき交渉が大詰めに近づいたことから

、 、「 」 、県は 最終的価格交渉と財産の取得に必要な予算の算出に資するため 規則 一八九条

一九〇条の規定に基づき必要な調査及び関係書類の整備を行ない、また被告は同二二一条

により価格評定員二名を任命して本件土地建物の価格評定（本件評定）を命じたところ、

同人らは 「要領」に従い、昭和五四年九月二一日、本件土地については四三億円、本件、

建

物については六億九九五一万四〇〇〇円とする評定調書を作成した。

（六） 大学は、前記のとおり六〇億ないし七〇億円という価格の提示を続けていたが、

予定通り昭和五六年四月の移転を実現させるためには、どうしても昭和五四年九月の県議

会において予算の議決を得たうえ、県と売買契約を締結しなければならない状況に追い込

まれたため、Ａ理事長の決断によつて、県に対して四八億五〇〇〇万円という提案をし、

県もこれを了承するに至つた。すなわち県は、本件土地については評定調書の評価額四三

億円を基に、別表（２）ないし（４）の艦定がいずれも鑑定対象地の最有効使用において

ほぼ同様の観点に立つものであることから、この三者の鑑定評価額の平均値四二億六一二

九万七〇〇〇円を参考にして、最終的に四二億五〇〇〇万円と決定し、本件建物について

は、評定調書の評価額六億九九五一万四〇〇〇円を基に別表の四つの鑑定評価額に大きな

相違のないことから、その平均値七億二七六二万九〇〇〇円を参考として交渉を進めた結

果、売買価格を六億円と決定し、その旨大学と合意した。このようにして、結局大学の当

初の提示額を下回る価格で本件売買契約が成立するに至つたのである。
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、 、 、県と大学は 売買価格につき右のように合意が成立したことから 昭和五四年一〇月四日

本件土地建物の売買契約の仮契約（覚書）を締結した。

（七） その後、本件契約につき県議会の議決を経て、被告は県を代表して大学と本件契

約を締結した。

２ 本件においては、要するに本件契約の売買価格が違法であるか否かが争点となるとこ

ろ、地方自治法二三二条の四第一項に照らせば、知事は同条の支出を命令する権限を有す

る職員にあたるから、知事が損害賠償の責任を負うのは右支出命令が違法であるときであ

るところ、ここにいう違法な支出命令とは、法律上支出できないもの、すなわち例えば予

、 、算に計上されていないもの 予算に計上されていても当該支出が強行規定に違反するもの

当該債務発生の原因である法令ないし契約が無効であるもの（単に取り消しうべき瑕疵の

あるものについては、取り消されるまでは有効であり、当事者は履行の責任を負うから、

ここにいう法律上支出できないものにあたらない ）等に限られる。。

しかるに、地方自治法、地方財政法その他関係法令には地方公共団体が不動産を取得する

場合の価格については何らの規定もない。また、地価公示法八条及び一一条は、不動産鑑

定士が鑑定評価を行なう場合には公示価格を規準とすべきことを定めた単なる訓示規定で

あり、これに反しても当不当の問題を生ずるにとどまり、違法となるものではなく、その

うえ公示価格は実勢取引価格に照らして低いのが通例であつて、国や公団でさえ公示価格

。 、 、の二倍ないし三倍で土地の売買を行なつている さらに 不動産鑑定士による鑑定評価は

当事者が売買価格を交渉する場合の資料となるにとどまるものであつて、それが拘束力を

持たないことは、原告ら主張のとおり不動産鑑定士四名による別表（１）ないし（４）の

鑑定結果がそれぞれ食い違つていることによつても明らかである。また、石川県財務規則

二二〇条は 「土地または建物の価格は、適正な時価によつて評価する。この場合にあつ、

て

は、精通者の意見及び売買事例を参考として、当該物件の品位及び立地条件等を総合して

公平な価格を算出するものとする 」と定め 「要領」には 「評価格は次式の要領により。 、 、

算

定評価格（利用効率または需給関係により価格の修正を必要とするものについては、修正

後の価格をもつて算定評価格とする）を算出し、民間精通者の鑑定評価格と比較検討のう

え（両者の平均額を標準とする）決定するものとする 」とされているけれども、これら。

は

県内部における評価手続を定めた抽象的な手続規定であるにとどまり、その算定価格を上

回る価格による財産の取得を禁止する効力を持つものではない。

そして、

地方自治法二三二条の二は、支出負担行為が法令または予算の定めに従うべき旨を定めて

いるが、同条にいう「法令」とは民法を指し、地方公共団体の締結する売買等の私法上の

契約については当然に契約自由の原則が適用される。すなわち、売買価格は買主たる県が

一方的に決定することはできないのであつて、売主との間に合意が成立しなければ契約が

成立しないことは自明の理であるし、政策実施上土地の取得が必要である場合には、売主

との交渉の結果妥結した価格で購入せざるを得ないものである。

要するに、本件契約は有効であり、従つてその売買価格については、原告らの主張によつ
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ても、その当不当が問題となるに過ぎず、違法性の問題は生じない。

３ 長その他の地方公共団体の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基づく

ことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのはもちろんであり、議

会の議決があつたからといつて違法な支出が適法となるものではない。しかし、地方公共

団体の行為を規制する法令の規定がない場合には、議決があれば足りるものというべきで

ある。そうであるところ、地方公共団体が財産を取得する場合の対価については、財産を

処分する場合（地方自治法二三七条二項）と異なり、前記２のとおり何ら地方自治法に定

めがなく、ただ同法二三二条の三において契約等を法令または予算の定めに従つて締結す

。 、 、べき旨を定めているだけである 従つて 契約自由の原則が適用される本件契約について

議会の議決があつた以上、売買代金について当不当の問題を生ずる余地はあつても、違法

の問題は生じない（なお、同法二三七条二項によれば、財産を処分する場合についてさえ

も、議会の議決があれば適正な対価によらずして処分することができるとされている ）。

仮

に売買代金が高すぎて公序良俗に反するとしても、それは議会の責任であつて、長の責任

ではない。

原告らは国土利用計画法一四条一項、一六条を援用して知事の適正妥当な価額で取引すべ

き義務を主張するが、地方公共団体が当事者の一方であるときは、同法一四条及び一六条

の適用はなく、知事との協議をもつて同法一四条の許可とみなされる（同法一八条）けれ

ども、地方公共団体が一定の面積及び金額の土地を取得するときは地方自治法九六条一項

及び同法施行令別表第二の定めるところにより議会の議決を経なければならないのである

から、

結局右の売主と知事との協議によつて決定される売買価格とは議会の議決を経た金額であ

ることに帰する筋合である。なお、国土利用計画法は、当事者の一方が地方公共団体であ

る土地の取引について、同法一五条所定の対価の額等の届出義務を免除している。

また、契約に係る地方公共団体の効果意思は議会の議決によつて形成されるものであり、

表示行為たる契約の締結は長の権限及び責任に属するものである。長は議案の提出権を持

つにとどまり、議案及び予算案の提出行為は議会の議決により成立する効果意思形成の準

備行為であつて、議会は長の提案をその裁量判断により自由に否決、修正または可決する

ことができ、それが可決されたときに初めて地方公共団体としての効果意思が確定するの

であり、また議会の議決により効果意思が確定した以上、長は代表者として表示行為たる

契約の締結をするとともに、契約の履行としての財産の取得及び代金の支払を行なう義務

を負うことになるのである。従つて、被告の本件契約締結行為を目して地方自治法一三八

条の二に違反するとする余地はなく、また交渉に当たつて価格決定の一要素として用いら

れた鑑定評価額の当否をとらえて本件売買価格の違法を問題にすることはできない。

４ 長は議長から出席を求められたときに初めて議場に出席する義務を負う（地方自治法

一二一条 。そして、長が提出する議案について説明書を提出するのは、予算その他事務）

に

関する説明書のみであり（同法一二一条 、予算に関する説明書の種類、内容は法定され）

て

いる（同法施行令一四四条 。そして、他に長に対して議案の審議資料を議会に提出すべ）
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き

ことを求める規定はない。一方、議会は、議案の審議に当たつては、独自の判断により、

その権限として長に対して説明の要求、意見の陳述及び意見書の提出を求めることができ

（同法九九条 、地方公共団体の事務に関する調査、関係人の出頭及び記録の提出を請求）

す

ることができる（同法一〇〇条 。要するに、議会は独立の立場から議案を審議するので）

あ

り、議会に対する長の議案説明が不十分であつても、議決の効力には影響を及ぼすことは

なく、被告が別表（１）の鑑定評価を最初から議会に提出しなかつたことは議会側の審議

の妥当性にかかることがありうるにとどまり、違法性が問題となる余地はない。その上、

本件では右鑑定評価の提出後、

別表（１）ないし（４）の鑑定評価額を資料として検討のうえ議案が可決されたのである

から、妥当性の問題も解消されている。

なお、被告が当初県議会に別表（１）の鑑定評価を提出しなかつた理由は以下のとおりで

ある。すなわち、昭和五四年八月上旬、大学のＡ理事長は、予定通り昭和五六年四月まで

に移転を完了するためには早期に交渉を妥結し、昭和五四年九月に議案を県議会に提出し

てもらう必要があつたので、本件土地については右鑑定評価を除く三者の鑑定評価額の平

均に準拠し、本件建物と合わせて四八億五〇〇〇万円で売渡すことを判断し、その旨Ｃ副

知事に申し込み、県はこれを検討した結果、これを承諾した。当初、県議会に対して説明

資料として別表（２）ないし（４）の鑑定評価を提出したのは、県議会に提出した売買議

案及び予算案に計上された売買価格が右三者の平均額であつたためであるにすぎず、議会

を欺く等の違法、不正な意思は全くなかつたし、また審理の中途において議会の要求によ

り別表（１）の鑑定書を提出するに至つたものである。

５ 本件のようないわゆる住民訴訟の地方自治における制度的意義は、住民の直接参政の

手段、地方公共の利益を擁護する手段及び違法不当な地方財務会計の管理運営に対する司

法統制の手段に求められる。これらの制度的意義についての正しい理解、すなわち住民訴

訟の消極的かつ抑制的本質、納税者保護及び地方公共団体の行政の公正の維持、並びに地

方行政に対する不当な干渉・圧迫の回避という観点に立脚して考察すれば、住民訴訟の対

象となる長の行為は、単純な手続法違反・過失行為では足りず、刑事法的違法行為、また

はこれに準ずべき地方公共団体の行政運営の公正維持という点から見逃すことのできない

ような重大かつ悪質な違法行為、ないしは司法権による統制を不可避とするような腐敗行

為ないしは法によつて無効としてその効力を否定しなければならないような客観的に明白

かつ重大な違法行為に限定されなければならない。また、国家賠償法上の公務員個人に対

する求償（同法一条二項）に照らしても、商法二六六条の三に照らしても、地方自治体の

機関または職員の行為について地方自治法二四二条の二第四号所定の損害賠償責任を求め

る請求が認容されるためには、その違法が地方自治体職員として地方財政事務の常識上見

逃しできないような重過失を犯した場合や、

財政上の不正に当たることを認誠していた場合に限定されるべきである。かように解しな

いときは、現代における複雑高度化した行政において軽微な過失による違法な権利侵害に

ついてまで常に当該公務員に個人責任を負わしめることとなり、公務員が萎縮して公務の
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円滑な遂行が麻痺する結果となる。

さらに、住民訴訟の制度は、地方公共団体の機関もしくは職員による財政上の腐敗行為を

防止、是正する措置の一環として設けられたものであり、住民をして行政行為の当否を是

、 、正させることを目的とするものではないことに鑑みれば その対象とすべき違法行為とは

地方公共団体の機関もしくは職員に裁量権が与えられているときは、裁量権の逸脱もしく

は濫用行為に限られるというべきである。

しかるに、本件で問題となつている被告の行為はかような行為にあたらない。

６ 地方自治法二四三条の二第一項後段は、支出負担行為（同法二三二条の三により支出

の原因となるべき契約その他の行為と規定されている ）等につき、これを行なう職員が。

故

意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたことにより地方公共団体

に損害を与えたときは、当該職員は地方公共団体に対して損害賠償責任を負うと規定し、

地方公共団体の職員が同条一項の規定により地方公共団体に対して損害を賠償する場合に

は、賠償責任に関する民法の規定は適用しない（同条九項）と規定している。ここにいう

職員には長を含み、支出負担行為をする職員とは長を指す。そして、被告は知事として出

納長に対して支出命令をする権限を有し、右支出命令に基づいて出納長が本件土地売買代

金を支出するのであるから、県の被告に対する損害賠償請求権は、地方自治法二四三条の

二との関係においては、同条一項二号により、故意または重大な過失により法令の規定に

違反して支出命令をしたことによつて地方公共団体に損害を与えたときに限つて発生する

ものであり、民法の不法行為や債務不履行の規定は適用されない。しかるに、本件におい

ては被告の故意または重大な過失による法令の規定違反行為は存しない。

７ 被告の注意義務違反を主張する原告らの主張は、知事や市町村長が、不動産の鑑定評

価について不動産鑑定士よりも高い知識を有することを法律上要求されていることが前提

となつて初めて成立するものであるが、

公選によつて当選するならば何人でも知事に就任しうることを考えるならば、この主張は

前提を欠き、失当である。不動産鑑定士は「不動産の鑑定評価に関する法律」によつて国

家試験である不動産鑑定士試験に合格した者であつて、不動産鑑定について高度の専門的

知識を有する者であるから、その鑑定価格は高度の信頼性を持つものというべく、それを

。 、自ら検討して誤りを発見しなかつたことをもつて過失であるということはできない また

知事は地方自治法に列挙された膨大な行政事務のすべてに精通していることはできないの

であつて、副知事、助役以下の職員が専門的知識を有する補助職員としてこれを補佐する

のであるから、担当職員によつてなされた価格評定の内容が妥当でないとしても、そのゆ

えに知事が議会の議決に基づいて契約を締結することが過失となるものではない。

８ （一）本件土地については、価格評定員が「要領」に定める本件評定を行ない、基準

価格を決定するに当たり、固定資産税課税標準価格及び相続税課税標準価格を基とした価

格を基準価格決定の一つの要素とすることについては、評定対象の本件土地が学校用地で

あつて固定資産税が非課税であり、隣接する周辺土地も同様であつたため、この方法によ

る算定は行なわなかつた。

また、売買実例を基礎とした価格の算定については、本件土地の近隣地域の標準的使用及

び個別的要因より判断して、本件土地の最有効使用を「ホテル又は文化ホール等の公共施
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設用地」と判定したところから、都市計画法所定の商業地域及び近隣商業地域から四地点

を選び、その売買価格に時点修正率及び特殊事情による修正率を乗じて時価を算出し、こ

れら四実例による修正時価を平均して平均修正単価二五万六〇〇〇円を算出してこれを基

準価格と決定した。この時点修正率は、標準価格の線引対象都市計画区域商業地の対前年

度変動率より算出し、また、特殊事情による修正率は、国土庁土地局地価調査課監修の土

地価格比準表により算出したものである。ついで評定対象地一万九〇五二・七一平方メー

トルのうち一万八二八六・七一平方メートルについては、整形状況等から判断して奥行逓

減率〇・九を乗じ、二三万〇四〇〇円の修正単価を算定し、また崖地七六六平方メートル

については崖地格差率〇・四四一を乗じて一万二八九六円の修正単価を算定し、

それぞれの面積に修正価格を乗じて得た価格の合計額四三億円をもつて評定価格とした。

なお、本件土地は都市計画法上住居地域、風致地区に指定されているが、商業地域に接す

る場所にある。一方、原告らの主張する石引の標準地は本件土地から約七〇〇メートル離

れた住宅地の中心にある。そして県は本件土地を兼六園及び本多の森周辺整備のため取得

したものであつて、住宅用地として取得したものではないから、県の立場からいえば、石

引の標準地は本件土地と類似する利用価値を有するものとはいえなかつた。さらに、石引

の標準地の公示価格は昭和五四年に新規に設定された地点にかかるもので、右地点及び公

示価格が官報に公示されたのは昭和五四年四月二日である。従つて、右公示価格のみを根

拠として本件売買価格が違法であるとする原告らの主張は失当である。

（二） 本件建物については 「要領」においてはその基準価格を再取得価格（当該建物、

と

同等の建物の評価時現在における新築価格）を基とすることとし、必要に応じ、修正取得

（ ）価格 当該建物の建築または売買時の価格に対しその後の価格の変動率を乗じて得た価格

または同等もしくは類似財産の新品の売買実例等を参酌して再取得価格を修正するものと

しており、前記評定調書の評定価格算出に当たつても上記要領の定めるところによつてい

る。すなわち、まず本件評定の対象たる本件建物の構造、用途、規模別に、県土木部営繕

課の昭和五四年度予算単価をもつて評価時現在における当該建物と同等の建物の再取得価

格を算出して、要領に定める耐用年数及び残存率表を用いて得た評定対象建物の現況修正

率を乗じて七億五〇〇七万三〇〇〇円の評価格を算出し、この価格と民間精通者の鑑定評

価による評価額（県と大学が鑑定依頼した別表（１）ないし（４）の鑑定評価額）を参考

とするとともに、耐用年数を経過したものと認定した木造建物二六七八・〇一平方メート

ルの評定価格を〇円として、最終的に六億九九五一万四〇〇〇円を本件建物の価格と算定

した。

本件建物については、県は当初から取り壊す方針で買つたものではなく、県立泉丘高校の

新築に伴う仮校舎としての使用、新設の県立野々市高校の校舎としての暫定使用、一部改

築のうえ文化教育施設としての利用等の案を部内で検討していた。一方、昭和四八年頃か

ら県立近代美術館の建設を要望する関係団体の陳情、要望が相次いでいたので、

これらの要望を受けて、県は学識経験者から新美術館建設につき具体的な提案助言を受け

るため、昭和五四年五月「石川県新美術館設置懇談会」を設置した。同懇談会は、昭和五

四年一二月三日本件土地を中心とした本多の森に新美術館を早期に建設されたい旨の要望

書を被告宛に提出したので、県は、昭和五五年二月「石川県新美術館開設準備委員会」を
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設置して、新美術館建設の基本構想、建設場所、建設規模及び日程等について諮問し、ま

た、兼六園周辺の総合的整備につき各界の提案助言を受けるため、同年同月「兼六園周辺

（文化ゾーン）整備懇話会」を設置し、右整備の一環として新美術館の建設場所について

も懇話会の意見を求めた。同年三月同懇話会は右建設場所は本件土地が適当であるという

結論を出し、その旨を知事に提言した。また、同年四月県教育委員会に新美術館開設準備

室が設置され、開設準備の事務を行なうこととなつた。同年五月二六日、石川県新美術館

、 、「 」 、開設準備委員会は 被告に対し 新美術館の基本構想について と題する答申をしたが

その内容のうち新美術館の建設場所については本件土地が最適であり、違和感の残る既存

の本件建物は開館までに撤去することが望ましいということであつた。右答申を受けて、

県は本件土地に新美術館を建設する方針を最終的に決定した。

また、前記１のように、売主である大学は本件土地建物を一括してでなければ売らないと

の態度を堅持して交渉に当たつていたのであるから、県としては土地だけを買うことは不

可能であり、一方県は右のように当初本件建物を利用する方針であつたから、不動産鑑定

士にその方針を伝え、存置建物として評価がなされた。そして、本件建物は、その四者の

鑑定価格は七億円を上回るほぼ一致した額となつているから、使用に耐える財産価値を有

していたことは明らかであり、鑑定価格には何らの違法もない。

（三） 従つて、本件土地及び建物の売買価格は妥当なものである。

９ 県が大学に支払つたのは、八億二五〇〇万円であり、その余はまだ支払つていない。

、 、 、従つて 仮に売買価格が違法であるとしても 未払い代金四〇億二五〇〇万円については

未だ損害は発生していない。

また、前記のとおり公示価格は単なる訓示規定にすぎないから、本件売買価格がこれを上

回るからといつて、この差額をもつて損害ということはできない。

本件契約における四八億五〇〇〇万円という金額は、別表（２）ないし（４）の各鑑定評

価格の平均であつて、本件評定価格に比して約一億五〇〇〇万円低く、民間の取引実例に

比しても県に有利な価格であるから、これによつて県が損害を被つたことにはならない。

四 被告の主張に対する原告らの認否

１ 被告の主張２は争う。

２ 同３のうち、本件契約について県議会の議決があつたことは認める。

３ 同５のうち、第一段は争う。

４ 同８（二）のうち、県は本件建物について当初から取り壊す方針で買つたものではな

く、県立泉丘高校の新築に伴う仮校舎としての使用、新設の県立野々市高校の校舎として

の暫定使用、一部改築のうえ文化教育施設としての利用等の案を部内で検討していたこと

は否認する。

５ 同９は争う。

五 被告の主張に対する原告らの反論

１ 被告は、本件契約の民事上の効力が有効である限り、代金の支払を違法とすることは

できない旨主張するが、この主張は本件契約の民事上の効力と本件における違法性の問題

とを混同する的外れな議論である。

２ 被告は、本件契約の締結について県議会の議決を経ているから違法性の問題は生じな

いと主張するが、本件のように、違法性が議会の議決の欠缺以外の他の事由に係つている



- 20 -

場合には、議会の議決があるからといつて違法性が治癒されるものではなく、右議決は、

規則及び要領の定める手続が履践されていることが前提としてなされているのであり、こ

の義務違反があることを免責することまで議決したことにはならない。

３ 長の支出負担行為については地方自治法二四三条の二の適用はなく、民法の不法行為

及び債務不履行が適用されるべきであり、この点に関する被告の主張は失当である。仮に

被告の主張するように、本件の如き支出負担行為について同条が適用されるとしても、職

員たる知事の県に対する損害賠償責任は地方自治法二四三条の二に照らし故意または重大

な過失による法令違反行為に限られるべきではなく、右条文の要件を充足しないときは、

民法の不法行為及び債務不履行の規定が適用になり、その要件のもとで被告に損害賠償義

務が発生するというべきである。さらに、仮に被告の主張するとおり本件において被告が

責任を負うのは故意または重大な過失による法令違反行為に限られるとしても、被告の行

為は右の要件を充足することは明らかである。

４ 被告の注意義務について、本件で問題となるのは知事となつた者の個人的判断能力で

はなく、地方自治法一三八条の二などの義務等を負う地方公共団体の執行機関としての知

事に要求される能力である。そして、知事自身に専門知識がなくても、副知事以下の職員

が専門の知識を有する補助職員としてこれを補佐するのであるから、それら補助職員を指

揮しその当否を判断することは被告にとつて可能であつた。

そればかりでなく、本件における被告の注意義務違反、裁量権の濫用行為は不動産取引社

会における通例に著しく違反したものであり、通常の一私人としての相当な注意さえ欠く

ものである。

５ 被告は、別表（１）の艦定評価を採用しなかつた理由について、右鑑定評価の考える

最有効使用（中層事務所用地）と被告の考えていた本件土地の購入目的、用途（本多の森

整備計画）が合致しなかつたことを挙げるが、鑑定評価の目的は規則や要領が要求する本

件土地の適正な時価を客観的に把握することであり、民間精通者である不動産鑑定士は、

買主の主観的な購入目的、用途とは別に、客観的に見て当該土地の現況からその土地が最

も高い価格を示しうる最有効使用は何であるかを評価し、これに基づき鑑定評価を行なう

のであるから、本件土地の鑑定評価に当たつて不動産鑑定士が考えたその最有効使用が県

の主観的な購入目的と異つていたからといつて、本件土地の適正な価格の算出評価におい

て右鑑定評価を排除する理由とはならない。

また、右鑑定評価が、道路敷地による減歩等を減価要因としているのは、本件土地の最有

効使用を公共公益施設地ではなく中層事務所用地（すなわち商業地）とした以上当然のこ

とであつて、このことをもつて右鑑定評価が本件土地の価格を不当に安く評価したことに

はならない。

第三 証拠（省略）

○ 理由

一 訴訟要件等について

原告らが県の住民であること、被告が県の知事の職にあり、地方自治法に基づき県の事務

を管理執行する者であること、被告が本件契約の締結について昭和五四年一〇月二二日県

議会の議決を経て、同月三一日大学との間で本件土地を四二億五〇〇〇万円、同建物を六

億円で買い受ける旨の本件契約を締結したこと、原告らが本件契約について昭和五四年一
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一月一六日地方自治法二四二条一項に基づき監査請求を行ない、右請求が昭和五五年一月

一一日棄却されたことは、いずれも当事者間に争いがなく、

本件訴訟が昭和五五年二月九日に提起されたことは、当裁判所に顕著である。

二 長の損害賠償責任発生の要件について

１ いわゆる住民訴訟の制度として規定された地方自治法二四二条の二第一項四号所定の

損害補填に関する代位請求訴訟は、住民において、同法二四二条一項所定の財務会計上の

違法な行為または怠る事実を是正することを目的として、地方公共団体の有する損害賠償

請求権を代位行使するものである。しかるに、同法二四三条の二は、普通地方公共団体の

いわゆる出納職員、予算執行職員等同条一項所定の職員の行為による賠償責任につき、そ

の一項において同項所定の職員が支出負担行為をしたことにより地方公共団体に損害を与

えたときは、故意または重大な過失により法令の規定に違反して右行為を行なつた場合に

限りその損害を賠償しなければならない旨規定するなど、同条一項所定の職員の賠償責任

に関する特則を定めているところ、右規定は、これが適用される場合には当該職員の地方

公共団体に対する損害賠償責任については一般法である民法の規定の適用を排除する趣旨

と解されるけれども、同項所定の職員には長は含まれず、従つて、本件におけるような右

の代位の対象となる同法二四二条の二第一項四号にいう長の支出負担行為による地方公共

団体に対する損害賠償責任については、同法二四三条の二は適用されず、民法の規定が適

用され、その要件の下で右の責任が発生すると解するのが相当である。

右に反する被告の主張は採用できない。

２ ところで、原告らは、被告の県に対する不法行為による損害賠償責任のほかに、長が

その代表する地方公共団体と民法上の委任関係にあり、委任契約における受任者として善

良なる管理者の義務を履行しなければならないところ、売買契約の締結はその委任義務の

履行にあたるとして、被告の右委任契約上の債務不履行責任も主張する。しかし、長に債

務不履行責任を問うためには、その前提として長が私法上の債務を負つていることを要す

るが、長と地方公共団体との間で個別具体的に委任契約を締結した場合は格別、本件のよ

うにそうでないときは、長がその地位にあることのみをもつて地方公共団体と委任契約の

関係にあるということはできないし、長が負う地方自治法一三八条の二所定の義務は公法

上の義務であつて、

そのほかにも長が地方公共団体に対し私法上の義務としての善良なる管理者の義務を負つ

ているとは考えられない。従つて、本件においては被告に対し民法上の債務不履行責任を

問うことはできず、この点に関する原告らの主張は失当である。

３ 次に、長の行為が地方公共団体に対する民法上の不法行為を構成する場合には、長は

これによつて地方公共団体が被つた損害を賠償する責任を負うものというべきであるが、

長の財産取得契約の締結がいかなる場合に不法行為における違法性を帯びるものと評価さ

れ、地方公共団体に対する損害賠償責任を負担するに至るかにつき考察するに、一般に地

方公共団体が財産を購入する場合、その対価について規制した法令の定めはなく、長によ

る地方公共団体の財産購入契約の締結は裁量行為であると考えられるので、たとえ契約の

締結につき議会の議決を得ている場合であつても、長においてその裁量権を濫用もしくは

逸脱し、著しく高額な価格で財産を取得する契約を締結し、被告に債務を負担させた場合

には、右行為は違法と評価され、民法上の不法行為の要件に従つて長は地方公共団体に対
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し住民訴訟による代位行使の対象となる損害賠償責任を負うものと解するのが相当であ

る。

これに対し被告は、財産購入の対価につき規制した法令の定めがない場合には、議会の議

決を経ている以上、当該支出負担行為が違法と評価されることはないと主張するが、議会

の議決も法令の定めに従つて行なわれなければならず、右議決があつたからといつて法令

上違法な行為が適法となるものではないところ、右契約が私法上の契約であつて契約自由

の原則が適用されることを勘案してもなお、長においてその裁量権を逸脱ないし濫用して

著しく高額な売買契約を締結し、地方公共団体にその債務を負担させた場合まで不法行為

責任を免れるものとすべきいわれはなく、長の事務の誠実な管理執行義務を定めた地方自

治法一三八条の二の法意に照らしても、被告の右主張は採用し難い。また、長は、議会の

議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは一定の措置

を採る義務ないし権限があり（地方自治法一七六条 、議会の議決があつたからといつて）

直

ちに長がこれを執行する義務を負うものではないことに鑑みても、

本件のような場合に当該契約が議会の議決を経ていることの一事をもつて当該契約締結行

為の違法性が阻却されると解することはできない。さらに、当該契約の有効性の有無の問

題と右契約により債務を負担させた行為の不法行為における違法性の有無とは別次元の問

題である（むしろ、当該契約が適法有効であるからこそ、当該地方公共団体はこれに基づ

く債務を負担して損害を被ることがあるのであつて、当該契約が無効の場合にはそもそも

地方公共団体が債務を負担することはない ）から、本件契約が適法有効であることをも。

つ

て被告の不法行為上の損害賠償責任を否定する被告の主張も採用できない。

４ そうであるところ、地方自治法一三八条の二の定めに照らせば、一般的には、長とし

ては、地方公共団体を代表して物件を購入する場合には、原告らの主張するように、でき

るだけ適正妥当な価格で取得し、地方公共団体に損害を与えないように努めるべき義務を

負い、当該契約につき議会の議決を要する場合には、議会に対し契約の内容を十分に説明

すべき義務も負つているものというべきであり、そのため県においては請求原因５（二）

記載のような「規則」一八九条、二一九条、二二〇条、二二一条や「要領」等の規定が定

められている このうち 規則 の右各条項の定めについては当事者間に争いがなく 要（ 「 」 、「

領」については原本の存在及び成立に争いのない甲第一五号証により認められる 。し。）

か

し、購入価格は長において一方的に決定することはできず、契約の相手方の承諾が必要で

あること、地方公共団体が財産を譲渡する際の価格については、地方自治法二三七条二項

により、適正な対価なくして譲渡することは一般的に禁じられているけれども、財産を購

入する際の対価についてはこのような規定はなく、また財産を処分する場合であつても条

例または議会の議決があれば適正な対価なくして譲渡することができる旨定められている

こと等に照らせば、長が右の義務もしくは「規則 「要領」の手続等に反したことや、」、

購

入価格が客額的に判断される適正価格を超えることをもつて直ちに長の契約締結行為を違

、 、法と断ずるのは相当ではなく 前記の裁量権の濫用ないし逸脱の有無の判断に当たつては
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契約締結に至る経緯、当該物件の価格等を総合的に検討して判断しなければならないもの

というべきである。

そこで以下、右の諸点について検討を加え、

右違法性の有無につき判断することとする。

三 本件契約に至る経緯

いずれも成立に争いのない甲第一ないし第五号証、第七号証、第三二号証、第三三号証の

一及び二、いずれも原本の存在及び成立に争いのない甲第八ないし第一〇号証、第一三号

証の二、第一四号証の一、二、第二〇号証、原本の存在及び本文の成立は当事者間に争い

、 、がなく 欄外その他の書き込み部分の成立は証人Ｄの証言により認められる乙第三四号証

証人Ｅ、同Ｄ（後記不採用部分を除く 、同Ｃ、同Ｆ、同Ｂ（後記不採用部分を除く ）。） 。

の

各証言、原告Ｇ本人尋問の結果に、弁論の全趣旨を総合すれば、以下の１ないし１１の事

実が認められ、証人Ｄ、同Ｂの各証言中この認定に反する部分は採用できない。

１ 大学は、もと本件土地及び金沢市＜地名略＞に校舎を有していたが、校舎が二か所に

分かれていたため不便な点があつたこと、本件土地は狭く、本件建物を含む同土地上の校

舎は老朽化し、その補修費は年々増加の傾向にあつたこと、金沢大学法文学部が金沢城外

に移転する計画があり、県と同大学の協力体制が整いつつあるとみられたため、その機会

に大学においても将来の発展を期する構想が生じたこと等の理由により、昭和五三年春頃

より、本件土地の部分を金沢市＜地名略＞に移転する計画の立案を始めた。

２ 県は、昭和五三年六月頃移転計画を知つたが、金沢市内の兼六園、金沢城、及びいわ

ゆる本多の森は、一体として広く県民に親しまれた地域であり、県は兼六園周辺の本多の

、 、森を芸術文化ゾーンと位置づけ 県民の憩の場としての整備を図る方針を立てていたので

右地域内に位置する本件土地が金沢市における極めて貴重な都市空間であり、その所有権

が県以外の者に移転した場合、右の整備計画にも重大な支障を来すことが予想され、しか

もその両側には既に県有地があつたので、県としては同土地の購入を強く希望し、同年八

（ 、月頃大学に対して大学校舎の敷地である同土地を買い受けたい旨申し入れた 以上のうち

県が昭和五三年六月頃右移転計画を知つたこと、同年八月頃大学に対して同土地を買い受

けたい旨申し入れたことは当事者間に争いがない 。。）

３ 大学としては、移転費用及び新校舎建設費用が七〇億ないし七五億円程度見込まれて

いたので、そのうち二〇億円は借入金で賄い、その余については、県から右申し入れを契

機として、

本件土地建物の売却代金をもつて充てることとし、その分を見込んでできるだけ高額で売

却すべく、安い金額では同土地建物を手放さないとの強い姿勢で県と交渉に臨んだ。

４ 県と大学は、昭和五三年暮頃から県総務部のＨ管財課長と大学のＤ理事との間におい

て交渉を開始したが、大学は、県との交渉に資するため、株式会社総合鑑定所及び株式会

社石川不動産鑑定事務所に本件土地建物の鑑定評価を依頼し、別表（３）及び（４）の鑑

定評価書を得て、昭和五四年一月末これらを県に提出した（以上のうち、大学が昭和五四

年一月末右各鑑定評価書を被告に提出したことは当該者間に争いがない 。。）

、 、 、 「 」 （ （ ））５ また 県としても 交渉の資料とするため また 要領 の定め 請求原因５ 二

、 、に基づき民間精通者の鑑定評価を求める必要があるとの判断から 昭和五四年四月二四日
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財団法人日本不動産研究所金沢支所に本件土地建物の鑑定評価を依頼し、同年五月二日、

（ ） 。 、 （ ）（ ）別表 １ の内容の鑑定評価書の提出を受けた しかし その鑑定評価額は別表 ３ ４

のそれに比べてかなり低額であり、また後記６のとおり右鑑定評価との間で鑑定手法に相

違がみられたので、県はさらにもう一つ鑑定評価を得ることとし、同月九日、三井信託銀

行株式会社金沢支店の不動産鑑定士に改めて鑑定評価を依頼し、同月二六日別表（２）の

内容の鑑定評価書の提出を受けた（以上のうち、被告が「要領」の定めに基づき民間精通

者の鑑定評価を求める必要があるとの判断から昭和五四年四月二四日同財団法人に本件土

地建物の鑑定評価を依頼したこと、被告が同年五月九日同銀行金沢支店の不動産鑑定士に

（ ） 、改めて鑑定評価を依頼し同月二六日別表 ２ の内容の鑑定評価書の提出を受けたことは

当事者間に争いがない 。。）

６ 本件土地の最有効使用につき、県の依頼した別表（２）の鑑定評価はこれを「ホテル

または文化的、伝統的施設例えば文化ホール等の公益的施設用敷地」と、大学の依頼した

同（３）の鑑定評価は「環境美を背景とした文化的、伝統的施設、例えば博物館、伝統美

、 、 」 、 （ ）術工芸館 文化ホール 学校等公共公益的な施設の敷地 と 同じく大学の依頼した同 ４

「 」 、 （ ）の鑑定評価は 公共公益施設地 とそれぞれ似通つた判定をしていたのに対し 別表 １

の鑑定評価はこれを「中層事務所地」と異なつた判定をしていた。県としては、本件土地

購入後は前記本多の森整備計画に従い、

これを何らかの公共用の施設地として利用する考えでいたので、別表（１）の最有効使用

の判定はこれと異なることになり、また右四つの鑑定のうち三つまでが本件土地の最有効

使用につきほぼ同様の判定をしていたので、交渉の資料から同（１）の鑑定評価を除外す

ることとし、最有効使用の判定につき右のように多数意見であつた同（２）ないし（４）

の鑑定評価の額を基準として、Ｈ管財課長の後任として昭和五四年四月に着任したＥ管財

課長において、大学のＤ理事と交渉を続けた。

７ 右の交渉においては、大学は前記のような事情から本件土地建物の一括売却を強く主

張し、また売却価額については、別表（３ （４）の鑑定評価額が約五〇億ないし五四億）

円

であつたにもかかわらず、本件土地の両側が県有地であることを理由として本件土地建物

合計で六五億円を提示し、最低でも五〇億円を要求したが、県としては五〇億円を少しで

も下回る額を念頭において強い姿勢で交渉に当たり、また建物は不要であるから収去して

本件土地のみを購入することを主張していた。しかし、交渉は平行線をたどつて妥協の兆

しがみえず、同年七月下旬になつて手詰りとなつた。この段階での大学側の提案は、県に

おいて本件土地建物を四八億五〇〇〇万円で購入し、この外に大学の紫明寮を六億五〇〇

、 、〇万円で購入し また大学に対する補助金として二億円を交付するというものであつたが

県としては、同年八月頃、被告、Ｃ副知事及びＩ総務部長と検討した結果、交渉の経緯に

、 、 、鑑み 本件建物は購入せざるを得ず 本件土地と合わせて五〇億円以下なら購入すること

しかし紫明寮の購入は保留し、補助金二億円は交付できないことを被告において最終的に

決断した。一方大学としては、Ｄ理事が、Ｅ課長との交渉の中で、本件土地建物合計で五

〇億円を少し下回る額なら妥結が可能かも知れないとの感触を得たので、その旨Ａ理事長

に報告し、同理事長において、その程度の線で妥協するか、あるいは、当時五〇億円を下

回る代金額では大学内部の了解を得ることは難しいと考えられており、大学としても既に
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昭和五六年四月に移転を完了するとの方針を固めていた都合上、その時期に間に合わせる

ため県との交渉を打ち切つて他の売却先を求めるかの決断をすることとなり、同理事長に

交渉を引き継いだ。そして、同理事長とＣ副知事との交渉の結果、

昭和五四年八月下旬頃、本件土地については本件評定及び別表（２）ないし（４）の鑑定

評価に基づき四二億五〇〇〇万円、同建物については右評定及び別表（１）ないし（４）

、 （ 、の鑑定評価に基づき六億円で 売買価格につき大筋において事実上妥結した 以上のうち

県と大学との間で本件土地建物の売買価格につき右のとおり合意したことは、当事者間に

争いがない 。。）

８ これより先、被告は 「規則」二二一条（その規定内容は請求原因５（二）記載のと、

お

りである ）により、財産係長Ｂ及び財産係主事Ｊを価格評定員に任命し、同人らに本件。

土

地建物の価格評定（本件評定）を行なわせていたが、同人らは、同年六月上旬ないし中旬

頃評定調書の原案を作成し、その後同年九月二一日本件土地を四三億円とする土地評定調

書、同建物を六億九九五一万四〇〇〇円と評価する建物評定調書を作成し、被告に提出し

た（以上のうち、被告が「規則」二二一条により同財産係長を価格評定員に任命し、本件

評定を行なわせたこと、同人が同年九月二一日本件土地を四三億円、同建物六億九九五一

万四〇〇〇円と評定する評定調書を提出したことは、当事者間に争いがない 。。）

９ 県はその後、同年一〇月四日、大学と右７で妥結したとおりの内容で売買予約につい

ての覚書を取り交した（このことは当事者間に争いがない 。。）

１０ 被告は、同月九日から開かれた同年第四回県議会において、同日、本件契約の締結

を議案一二号「財産の取得について（本多の森整備用地 」として提案した（このことは）

当

事者間に争いがない 。。）

右議会において 被告及び県の担当者は当初本件土地建物の買収価格は三社の鑑定評価 前、 （

記（２）ないし（４）の艦定評価を指す ）に基づき決定した旨説明し、各鑑定評価額を。

明

らかにしたが、鑑定人の氏名については本人の承諾を得ていないとして明らかにせず、ま

た各鑑定評価の具体的内容についても公表しなかつた。しかし、議会最終日である同月二

二日の総務企画委員会において一委員より追及を受けて前記（１）の鑑定評価の存在が明

らかとなり、県の担当者は「結果的には消極的な嘘をつくことになつてしまつた。ただ、

われわれとしては、三社の平均を価格決定の基盤にしたことは事実で、結果としては我々

が依頼した四社のものの平均より若干高く決まつたということでその説明が難しいこと、

あるいは四社のうち三社の平均が決定した価格に近かつたこと等をかんがみて、そういう

形で発表しようということで相手方にも合意を得て急きよ決定したもので、そういう意味

で発表の仕方に不手際があつたことは認める 」と答弁し、鑑定評価をした四者の鑑定事。

務

所名と各鑑定評価額を明らかにしたが、どの事務所がどの鑑定評価を行なつたかについて

はなお明らかにしなかつた。そして、別表（１）ないし（４）の各鑑定評価額は全議員の

周知するところとなり、同日の本会議において討議の後採決を行なつたところ、右議案は
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賛成多数（一部反対）で可決された。

１１ 右議決に基づき、同月三一日、被告は、県を代表して、大学と本件契約を締結した

（このことは当事者間に争いがない 。。）

四 本件土地の価格について

１ 前記の通り、本件土地の売買価格は、別表（２）ないし（４）の鑑定評価の平均及び

県の行なつた本件評定を基礎として大学と交渉した結果合意に至つたものであるので、右

の各鑑定評価及び本件評定の内容につき検討し、なお別表（１）の鑑定評価についても検

討を加えて、同土地の価格が適正なものであつたか否かについて判断することとする。

２ 別表（２）の鑑定評価について

前記甲第二号証によれば、本件土地についての別表（２）の鑑定評価の内容は、以下のと

おりと認められる。すなわち、右鑑定評価は、本件土地の最有効使用を「ホテル又は文化

的、伝統的施設例えば文化ホール等の公共的施設用敷地」と判定したうえで、まず、取引

事例比較法によつて比準価格の単価を二二万一〇〇〇円と試算し、これを不整形地及び崖

地部分による減価率一〇パーセントを乗じた額を控除した単価一九万九〇〇〇円を算出し

た。なお、本件土地は立地条件及び環境条件により稀少性が認められるとしてその地積が

広大であることによる減価修正は特に行なわなかつた。次に、取引事例比較法に関連づけ

て検討するため、価格時点現在において分譲マンシヨンの建設を想定しその総収入から通

常の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用等を控除して試算価格を求めると

いう方法により単価一七万五〇〇〇円を算定し、これと右取引事例比較法に基づく単価と

を比較した結果、右の単価一七万五〇〇〇円は想定要素を含んでいるのに対し、取引事例

比較法により得られた単価は信頼性の高い豊富な取引事例より得られたもので、市場性を

適格に反映しており、

規範性に富んだものであると判断して同単価を重視し、また同単価は基準地を規準として

算出された単価一七万三〇四〇円とも均衡がとれていることから妥当と判断されることを

理由に、結局右の取引事例比較法による単価を採用した。そして、この単価に本件土地の

地積一万九〇五二平方メートルを乗じて、最終的に同土地の価格を総額三七億九一三四万

八〇〇〇円と鑑定したものである。

ところで、成立に争いのない甲第二三号証及び証人Ｆの証言によれば 「基準」において、

は、

取引事例比較法は 「多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行ない、これらに係、

る

取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を施し、かつ、地域要因の比較及び個別的

要因の比較を行なつて求められた価格を比較考量し、これによつて対象不動産の試算価格

を求めるものである 」と定義され、この手法により求められた試算価格を「比準価格」。

と

称する旨規定され、そして右にいう取引事例は、近隣地域（鑑定対象不動産の属する地域

であつて、居住、商業活動、工業活動、農業など人間の生活と活動とに関して地域的にあ

るまとまりを示している地域）又は同一需給圏内の類似地域（近隣地域のもつ地域的特性

と類似する地域的特性をもつ地域）に存する不動産に係るものであること、その取引事情

が正常なものと認められるものであること、個別的要因の比較が可能なものであること、
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時点修正をすることが可能なものであることの要件をすべて備えるもののうちから選択し

なければならない、とされていることが認められる。

そうであるところ、前記甲第二号証によれば、本件土地は合計面積一万九〇五二平方メー

トルという広大なものであり、同土地及びその付近は都市計画法上の住居地域（建蔽率六

〇パーセント、容積率二〇〇パーセント 、並びに第二種風致地区（建蔽率四〇パーセン）

ト、

、 ）建築物の高さ制限八メートル 道路境界より二メートル及び隣地境界より一メートル後退

もしくは第五種風致地区（建蔽率四〇パーセント、建築物の高さ制限一五メートル、道路

境界より二メートル及び隣地境界より一メートル後退）に指定されているところ、右鑑定

評価の取引事例比較法において採用された取引事例六例はすべて都市計画法上の商業地域

建蔽率八〇パーセント 容積率四〇〇ないし六〇〇パーセント または近隣商業地域 建（ 、 ） （

蔽率八〇パーセント、

容積率三〇〇パーセント）であることが認められる（前記甲第三、第四号証中本件土地が

第三種風致地区であるとする部分は採用できない 。そして、このことにつき証人Ｆは、。）

商業地域及び近隣商業地域にある右取引事例の土地の地域は住居地域にある本件土地の地

域についての類似地域にはあたらないと供述するけれども、類似地域の判断は各不動産鑑

定士によつてかなりの見解の相違がみられるのが実情であり、本件のような住居地域に属

する土地の鑑定評価における取引事例比較法の実施の際、住居地域に適切な取引事例がな

い場合には商業地域または近隣商業地域の事例を選択することもあり得（このことは証人

Ｆの証言によつても窺われる 、また本件においては後記説示のとおり別紙取引事例目。）

録

一、二の事例を選択することが必ずしも妥当ではないともいえるので、これらの諸事情に

照らせば、右鑑定評価の採用した取引事例の土地が商業地域もしくは近隣商業地域にある

ことの一事をもつて、右取引事例の土地の地域が本件土地の地域の類似地域にあたらない

と断ずることはできない。

、 、「 」もつとも 取引事例比較法によつて本件土地の正常な価格を求めようとするなら 基準

に反しない範囲内で比較するならば、一般的には、本件土地と最有効使用を同じくし、か

つ住居地域、風致地区における土地で、面積も本件土地程度に広大であり、売買当事者も

地方公共団体のものを取引事例として選択するのが、地域的要因及び個別的要因の比較の

観点からみてより妥当といえることは明らかである。そして、前記甲第二号証、いずれも

成立に争いのない甲第二九号証の一及び二、第三〇号証の一ないし三、証人Ｆの証言によ

れば、かような要件を満たす取引事例として別紙取引事例目録一、二記載の事例（同目録

二記載の事例の買主は国であると考えられる ）があるところ、右鑑定評価において選択。

さ

れた取引事例はいずれも商業地域または近隣商業地域の土地であり、面積も本件土地に比

べて格段に狭小（六八平方メートルないし七一三平方メートル）であり、距離的にも本件

土地と離れており、またいずれも私人間における取引であることが明らかである。しかし

ながら、前記甲第二号証によれば、右鑑定評価においてはいずれも昭和五二年三月ないし

五三年一一月という新しい事例ばかりを選択し、

これに地域要因による補正を施していることが認められるのに対し、同目録一の事例は本



- 28 -

件契約の七年前という古い事例である。この点につき証人Ｆは、事例が古い場合には時点

修正を施せば足り、財団法人日本不動産研究所調査の市街地価格指数（成立に争いのない

甲第二四号証により認められる ）に従えば昭和四七年三月の右事例を昭和五四年三月に。

時

点修正するには約一・八四八を乗じればよい旨供述するけれども、取引事例が古ければ古

いほど時点修正の信頼性が低下することは否めず、その上右事例は地方公共団体同士の取

引であるから一定の事情補正を要するものとも推定され（現に、右事例の取引単価に右の

とおり時点修正をすると昭和五四年三月における単価は約六万五〇〇〇円となつて石引の

標準地の同時期の公示価格の単価一〇万二〇〇〇円に比べてもかなり低額になるところ、

前記甲第五号証及び弁論の全趣旨により成立の認められる甲第二七号証に照らして地域的

要因及び個別的要因を比較検討すれば、右事例の地積の広大さを考慮に入れても、石引の

標準地が右事例の土地より単価が高額とは考えにくいから、このことからも右事例が必ず

しも正常な価格で取引されたものではないことが窺われる 、他方、右鑑定評価で選択。）

し

た各取引事例についても地域要因による補正を施して比準価格を算出することも可能であ

つて、右のように二倍近い率を乗じて時点修正し、しかも場合によつては事情補正も施す

方法が、果して商業地域または近隣商業地域における新しい取引事例を選択したうえで地

域要因による補正を施す方法に比べてより適切といえるかは疑問なしとしない。従つて、

右鑑定評価が前者の方法を採用したことをもつて必ずしも不当と断ずることはできないも

のというべきである。また、同目録二の事例は、証人Ｂの証言によれば、県において積極

的に厚生年金会館を誘致したため、同会館を建設するため極めて安価で県から国に売却し

た事情があるものであるところ、この点についても証人Ｆは事情補正を施せば足りると供

、 、述するが この場合の適切な事情補正は右の時点修正よりも困難であると考えられるから

このように同目録二の事例を選択して事情補正を施す方法を採らず右鑑定評価が採用した

ような方法をもつて不当であるということはできない。

また、右鑑定評価は本件土地の地積が広大であることを減価要因とせず、

前記のとおり算出した比準価格に本件土地の面積をそのまま乗じてその価格を算出してい

るところ、なるほど原告らの主張するように、一般的な経験則からすれば、地積が広大で

あることは減価要因となるものであるが（このことは証人Ｆの証言によつても認められ

る 、前記三の認定及び金沢市内においては公知ともいうべき本件土地の立地条件及び。）

環

境条件に照らせば、同土地はその最有効使用（これが公共用施設地と判定されるべきこと

は後記６のとおりである ）の観点からみて稀少性を有すると考えられるので、右鑑定評。

価

が前記のように右の稀少性を理由に本件土地の地積が広大であることによる減価を行なわ

なかつたことは首肯しえないものではない。

しかし、前記甲第二号証によれば、右取引事例比較法の実施においては、地域要因の比較

に当たつて行政的条件による一〇ないし二〇パーセントの減価修正（但し、本件土地の属

する近隣地域を一〇〇とした場合に、取引事例地の属する近隣地域を一一〇ないし一二〇

とする意味である。以下、行政的条件による減価については同様である ）を行なつてい。
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る

ことが明らかであるが、前記甲第一号証並びに前記認定の本件土地と前記各取引事例との

建蔽率及び容積率の規制の相違に照らせば、右の減価率は概ね四〇パーセントをもつて相

当とすべく（これを約一〇〇パーセントとすべき旨の証人Ｆの証言部分は必ずしも採用の

限りではない 、右の減価率は低きに失するものと考えられる。。）

また、本件土地の最有効使用を公共的な施設用敷地と判定しておきながら、本件土地の収

益性の観点から分譲マンシヨンの建設を想定した方法により単価を試算することは、右鑑

定評価においてはその最有効使用との不整合が自覚されており、他の鑑定手法による試算

価格の相当性の検証に資するためのいわば補助的手段として用いられたことが看取される

にせよ、その当否は問題である。

そして、前記甲第一、第二号証、第五号証及び第二七号証によれば、右鑑定評価は、規準

となる土地の価格との均衡を考慮するに当たつて、本件土地に近隣し、同土地と同様に住

居地域にある石引の標準地の公示価格（単価一〇万二〇〇〇円）があるのにこれを採用せ

ず、近隣商業地域で中層店舗地域である金沢市＜地名略＞ （これを商業地域であるとす

る甲第二号証中の記載部分は採用できない。

） 、についての県知事の調査価格の単価一六万八〇〇〇円を採用したことが明らかであるが

この調査価格は国土利用計画法施行令九条に基づくものであつて公示価格ではない（前記

甲第七号証及び証人Ｅの証言中には、調査価格は公示価格に代替しうる旨の記載部分及び

供述部分があるが、この部分は法的根拠に乏しく、採用し難い ）ので、右鑑定評価は地。

価

公示法八条に牴触するものというべきである。しかし、前記甲第一ないし第五号証、第七

号証を総合すれば、本件土地は県庁や市役所等の公共施設、兼六園や能楽文化会館、厚生

年金会館等の公益文化施設のある地域に包含され、右鑑定評価時において金沢市香林坊や

片町の高度商業地区とも一体となつて発展することが予想され、現にそのように発展しつ

つある（公知の事実）が、他方、石引の標準地は、本件土地と至近の距離にあり、かつ行

政規制が近似しているけれども、区画整然とした閑静な高級住宅地域にあり、南東側で幅

六メートルの市道に接することが認められるから、両土地は地域的特性を異にしており、

従つて右標準地の公示価格を採用しなかつたことは不当とはいえない。

３ 別表（３）の鑑定評価について

前記甲第三号証によれば、本件土地についての別表（３）の鑑定評価の内容は、以下のと

おりと認められる。すなわち、右鑑定評価は、本件土地の最有効使用を「環境美を背景と

した文化的、伝統的施設、例えば博物館、伝統美術工芸館、文化ホール、学校等公共公益

的な施設の敷地」と判定したうえ、取引事例比較法によつて比準価格を求め、その単価を

二二万五〇〇〇円と算定し、また収益性の検証に資するため高級分譲マンシヨンの建設を

想定して総販売収益から総費用を控除する方法により単価を二〇万二二〇〇円と算定し、

周辺の基準地の調査価格を規準として算出した単価二二万五四七〇円との均衡も考慮し、

結局右比準価格を本件土地の価格として採用して、その単価に同土地の面積を乗じて得た

四二億八七六〇万円をもつて本件土地の価格と評価した。そして、右取引事例比較法によ

り比準価格を算出するに当たつては、別紙取引事例目録一、二記載の事例を採用せず、本

件土地と距離的に離れ、商業地域もしくは近隣商業地域に属し、面積も本件土地に比べて
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著しく狭小（六〇ないし四四四平方メートル）であり、

かつ売買当事者も民間私人である取引事例五例（取引時期は昭和五一年六月ないし五二年

一二月）を選択し、この取引価格について本件土地との地域格差について行政的条件によ

り七ないし一〇パーセントの減価修正を施したが、本件土地の地積が広大であること、一

部異形地や崖地を含んでいることによる減価は行なつていない。また、規準となる土地の

価格との均衡を考慮するに当たつては、右鑑定評価は、石引の標準地の公示価格を採用せ

ず、別表（２）の鑑定評価と同様に金沢市＜地名略＞の調査価格を採用し、これに時点修

正、標準化補正及び地域格差による補正（いずれも増加修正）を施しているものである。

そして、前記２において説示したところに鑑みれば、右鑑定評価についても、取引事例比

較法において選択した事例の土地の地域が本件土地の地域の類似地域にあたらないとは断

定できないし、右事例は、本件土地との地域的、個別的要因の類似性の点で問題があるに

せよ、いずれも新しいものばかりであり、これらの事例を選択して別紙取引事例目録一、

二記載の事例を選択しなかつたことを必ずしも不当とすることはできない。また、本件土

地の地積が広大であることによる減価を行つていないことも首肯しえないものではない。

しかし、まず、取引事例比較法の実施に当たつて、取引事例の価格に対して施した行政的

条件による右の七ないし一〇パーセントの減価率は、前記２において説示したところと同

様低きに失するものである。また、異形地及び崖地による減価を行なつていないことも妥

当性を欠くものである。そして、本件土地の最有効使用を「公共公益的な施設の敷地」と

判定しておきながら、本件土地の収益性の観点から高級分譲マンシヨンの建設を想定した

方法により単価を試算することの当否も、別表（２）の鑑定評価と同様問題である。

さらにまた、規準となる土地の価格との均衡の考慮については、前記甲第七号証及び弁論

の全趣旨によれば、石引の標準地の公示価格は昭和五四年に新規に設定された地点に係る

ものであり、この地点及び公示価格が官報に公示されたのは昭和五四年四月二日であるこ

とが認められるところ、前記認定によれば右鑑定評価は同年一月末以前になされたことが

明らかであるから、右公示価格を採用しなかつたことをもつて右鑑定評価が地価公示法八

条、一一条に牴触するということはできないが、この場合に調査価格を採用し、

結局、他の相当な公示価格を採用しなかつたことは地価公示法八条に牴触するものといわ

ざるをえない（なお、前記基準地が商業地域にあることのみをもつてこの調査価格を増加

修正したことが直ちに不当であるということはできず、右の不当性についての具体的証明

はない 。。）

４ 別表（４）の鑑定評価について

前記甲第四号証によれば、本件土地についての別表（４）の鑑定評価は、以下のとおりと

認められる。すなわち、右鑑定評価は、同土地の最有効使用を「公共公益施設地」と判定

したうえ、取引事例比較法により比準価格の単価を二四万七〇〇〇円と算出し、これを調

査価格を規準として求めた単価二四万二〇〇〇円及び公示価格を規準として求めた単価二

四万一〇〇〇円と対比したところ均衡がとれており、さらに本件土地上に分譲マンシヨン

の建設を想定して総収益より総費用を控除する方法により試算した単価二三万八〇〇〇円

を算出して、右比準価格の妥当性を検討した結果、右比準価格を採用し、この単価に本件

。 、土地の地積を乗じて本件土地の鑑定評価額を四七億〇五八四万四〇〇〇円とした そして

取引事例比較法による比準価格の算定に当たつては、別紙取引事例目録一、二記載の事例
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を採用せず、いずれも商業地域もしくは近隣商業地域にある地積の狭小（五二ないし七一

） （ ） 、三平方メートル な事例五例 取引時期は昭和五二年四月ないし五三年一一月 を採用し

これらの取引価格をさらに増加修正した（なお、行政的条件による減価修正を五ないし一

〇パーセント施している ）うえで試算価格を求め、その平均をもつて前記の比準価格と。

し、

また、本件土地の地積の広大さ、崖地及び不整形地による減価は行なわなかつた。また、

均衡を考慮するための公示価格を規準とした単価を求めるに当たつては、石引の標準地の

公示価格を採らず、中層店舗が並ぶ路線商業地域である金沢市＜地名略＞の宅地の公示価

格を規準としたものである。

しかるところ、取引事例比較法の実施に当たつて採用した事例の土地か商業地域もしくは

近隣商業地域であることをもつて直ちに本件土地の地域が右取引事例の地域の類似地域で

ないとはいえないことは前記２で説示したところと同様であるし、前記甲第四号証によれ

ば右事例はいずれも新しいものであることに鑑みれば、別紙取引事例目録一、二記載の事

例を採用せず、

右の新しい事例を採用したことをもつて直ちに不当と断ずることはできない。また、本件

土地の地積の広大さによる減価を行わなかつたことも前記２で説示したのと同様首肯しえ

ないものではない。そして、前記認定によれば右鑑定評価も石引の標準地の公示価格が公

示される以前である昭和五四年一月末以前になされたものであるから、前記３で説示した

のと同様公示価格との均衡を考慮するに当たり右標準地の公示価格を採用しなかつたこと

をもつて地価公示法八条、一一条に牴触するということはできない。

しかし、右鑑定評価が崖地及び不整形地による減価を行なつていないこと、行政的条件に

よる減価を五ないし一〇パーセントしか施していないこと、並びに最有効使用に反する用

途を前提として収益を計算する方法により単価を算出していることは、別表（３）の鑑定

評価と同様問題があるといわざるをえない。

５ 本件評定について

、 、 、前記甲第五号証 原本の存在及び成立に争いのない甲第一五号証 証人Ｅの証言によれば

本件土地に関する本件評定については、以下のとおりと認められる。すなわち 「要領」、

は、

土地の価格の評定に当たつては、基準価格は、固定資産税標準価格を基とした価格、相続

税課税標準価格を基とした価格及び売買実例を基とした価格を基礎として決定するものと

定めているところ、本件評定は、本件土地は非課税地のため課税標準価格がないので、固

定資産課税標準価格及び相続税課税標準価格を基としての基準価格の算定は行なわないと

して、本件土地の最有効使用を「ホテルまたは文化ホール等の公共施設敷地」と判定した

うえで売買実例を基にした価格の算定を行ない、四例の売買実例を基にして、街路条件、

交通接近条件、環境条件、行政的条件等による修正を施した後の修正時価の単価の平均を

二五万六〇〇〇円と算定し、これに奥行逓減率一〇パーセントの減価を行ない、また崖地

部分につき五一パーセントの減価を行なつて単価二二万六〇〇〇円を算出し、本件土地を

四三億円と評価している。しかるに 「要領」は、そのような場合 「採用する売買実例、 、

価

格は、当該土地の近傍に所在する類似の品位の土地の売買実例価格とし、日本不動産研究
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、 、所調査の土地価格推移指数等による時点の修正を行なうほか 必要に応じ取引成立の経緯

地上物件の状況、その他特殊事情を参酌の上売買実例価格を修正するものとする 」と定。

め

ているところ、

右評定は、別紙取引事例目録一、二記載の売買実例を採用せず、取引実例をすべて商業地

の狭小（一六三ないし四四四・五〇平方メートル）な宅地の事例（売買時期は昭和五一年

九月ないし五四年七月）に求めている。また 「要領」は 「評価格は、次式の要領によ、 、

り

算定評価格を算出し、民間精通者の鑑定評価格と比較検討の上（両者の平均額を標準とす

る ）決定するものとする 」と規定しているところ、右評定は、右の民間精通者の鑑定。 。

評

価格のうち、前記（１）の鑑定評価格を右の平均額算出に当たり除外し、その他の三者の

鑑定評価のみをもつて右平均額の資料としたものである。

しかるところ、これらの売買実例はいずれも新しいものであり、これらを採用して別紙取

引事例目録一、二の売買実例を採用しなかつたことは前記２で説示したとおり必ずしも不

当とはいえない。

ところで、鑑定評価における最有効使用とは、鑑定評価の前提として客観的に判定される

ものであり、現実の売買当事者の主観的使用目的とは別の問題であるから、最有効使用の

判定が県の利用目的と異なることのみをもつて別表（１）の鑑定評価を除外することは首

肯しえないが、別表（１）の鑑定評価は後記６のとおりその最有効使用の判定につき相当

性を欠くので、その鑑定評価の結果をそのまま採用することはできない。しかし、前叙の

とおりその他の鑑定評価もそれぞれ問題点を包含していたのであるから、別表（１）の鑑

定評価のみを「要領」にいう民間精通者の意見から除外したことは 「要領」の規定に照、

ら

し疑問があるものといわざるをえない。

６ 別表（１）の鑑定評価について

前記甲第一号証によれば、本件土地についての別表（１）の鑑定評価の内容は、以下のと

おりと認められる。すなわち、右鑑定評価は、本件土地の最有効使用を「中層事務所地」

と判定したうえ、基準地の調査価格を規準とした単価を一八万二〇〇〇円、取引事例比較

法による比準価格の単価を一九万四〇〇〇円ないし二〇万円、鉄筋コンクリート造二階建

一部五階建事務所の建築賃貸を想定した収益還元法による単価を一八万六〇〇〇円とそれ

ぞれ算出し、これらを比較して本件土地の近隣地域の標準的使用（中層事務所地）におけ

る標準価格の単価を一九万円と査定し、これに地積の規模大（一二パーセント 、不整形）

地

（五パーセント 、）

崖地部分を含む（三パーセント）という諸要因について合計二〇パーセントの減価を行な

い、眺望が優る点で三パーセントの増加修正を施して、本件土地の単価を一五万八〇〇〇

円、総額を前記の各鑑定評価より一二億ないし一七億円低い三〇億一〇〇〇万円と鑑定し

た。そして、規準となる土地の価格との均衡を考慮するに当たつては、石引の標準地の公

示価格を採用せず、前記の金沢市＜地名略＞の調査価格を採用した。また、取引事例比較
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法による比準価格の算出に当たつては、取引事例として、昭和五二年二月ないし五四年一

月の住居地域の二例（うち一例は本件土地に直近の事例）及び商業地域の三例を選択し、

商業地域の事例については行政的条件による四〇パーセントの減価を施しているものであ

る。

しかるに、石引の標準地の公示価格を採用しなかつたことは前記２で説示したとおり不当

とはいえないにせよ、およそ公示価格を採用せずに調査価格を採用したのは地価公示法上

問題があるが、前記２及び３で説示したところに照らすと、不整形地及び崖地部分を含む

ことによる減価を行なつたこと、取引事例比較法において行政的条件により四〇パーセン

トの減価を行なつたことはおおむね妥当と判断される。

しかし、前記甲第二ないし第四号証、証人Ｆの証言、並びに金沢市内においては公知とい

うべき本件土地の位置及び周辺環境に鑑みると、同土地の最有効使用は別表（２）ないし

（４）の鑑定評価と同様公共用施設地とみるのが相当というべく、前記認定のように別表

（１）の鑑定評価がこれを中層事務所地と判定したこと、及びこのことを前提とした収益

還元法により収益価格を試算したことはにわかに首肯し難い。また、前記２で認定した本

件土地の稀少性に照らすと、地積の規模大による減価を行つたことも妥当とはいえない。

７ 本件土地の価格について

まず、原告らは本件土地の売買価格の単価が石引の標準地の公示価格の単価の約二・二倍

高額であることをもつて右売買価格が不当であると主張するものの如くである（請求原因

３）が、本件土地の価格の鑑定評価に当たつて右公示価格を規準とすることには問題があ

ることは前記２で説示したとおりであるのみならず、右主張は、右公示価格につき地域的

要因及び個別的要因による修正を考慮したうえでなされたものではないから、

この公示価格との格差をもつて直ちに右売買価格が不当であるということはできない。

しかし、各鑑定及び本件評定の検討は前叙のとおりであつて（証人Ｆの証言中以上の判断

に反する部分はにわかには採用できない 、そこで用いられた各手法についてはいずれ。）

も

、 （ ） 、 、問題点があるが 別表 １ の鑑定評価については そこで用いられた取引事例比較法は

前記６で検討したとおり、規模大による減価の点を除いては、概ね妥当ということができ

る。従つて、本件に現われた証拠関係に照らすと、本件土地の適正価格は、右鑑定評価に

（ ） 、おける取引事例比較法により算出された単価 一九万四〇〇〇円ないし二〇万 について

規模大による減価を除き、右鑑定評価に即して不整形地及び崖地による合計八パーセント

の減価及び眺望が優ることによる三パーセントの増価を施したうえ、同土地の地積一万九

〇五二平方メートルを乗じて得られる三五億一〇〇〇万円ないし三六億二〇〇〇万円程度

と認定するのが相当であり、本件契約における同土地の売買価格四二億五〇〇〇万円は適

正さを欠くものというべきである。

六 本件建物について

１ 前記甲第七、第八号証、いずれも成立に争いのない甲第三八号証の一及び二、乙第六

ないし二六号証、証人Ｅ、同Ｃ（後期不採用部分を除く ）の各証言に、前記三で認定し。

た

事実を総合すれば、県は当初本件建物を購入する予定はなく、売買交渉においては売主で

ある大学において収去するよう要求していたこと、同建物の購入当時においては特段使用
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の予定はなかつたが本多の森周辺整備計画のためとりあえず先行取得的に購入したもので

あること、同建物購入後、昭和五五年四月頃にはこれを県立泉丘高校の新築に伴う仮校舎

として使用することが検討されたこともあつたが、結局使用されないまま推移していたこ

と、一方、昭和四八年頃から県立近代美術館の建設を要望する関係団体の陳情、要望が相

次いでいたこと、これらの要望を受けて県が設置していた「石川県新美術館設置懇談会」

が、昭和五四年一二月三日、本件土地を中心とした本多の森に新美術館を早期に建設され

たい旨の要望書を被告宛に提出し、被告の諮問機関である「兼六園周辺（文化ゾーン）整

備懇話会」も、同年三月、建設候補地は本件土地が適当であるという考えを被告に提言し

たこと、昭和五五年二月に県が設置した「石川県新美術館開設準備委員会」も、

同年五月二六日、被告に対し 「新美術館の基本構想について」と題して、新美術館の建、

設

場所については本件土地が最適であり、違和感の残る既存の本件建物は開館までに撤去す

ることが望ましい旨答申したこと、右答申を受けて、県は本件土地に新美術館を建設する

方針を最終的に決定したこと、そして昭和五六年八月開始の工事により一億一〇〇〇万円

の費用をもつて本件建物が収去されたことが認められ（以上のうち、右費用をもつて右の

ような収去工事が昭和五六年八月開始されたことは当事者間に争いがない 、証人Ｃの。）

証

言中この認定に反する部分は採用できない。

この認定に照らすと、被告は、県を代表して、本件契約により、県において特段使用する

必要のない建物を購入したものといわざるを得ない。

２ ところで、右のような事実関係のもとにおける本件建物の適正な価格について検討す

るに、前記甲第一五号証によれば 「要領」は、解体を条件として売買される建物の評価、

に

つき 「建物の解体によつて生ずる素材価格から解体に要する経費を減額して求め、これ、

と

民間精通者の鑑定評価額とを比較検討の上決定する 」と規定していることが明らかであ。

る。

従つて、本件建物を収去予定建物として扱い 「要領」に従つて鑑定評価するなら、本件、

建

物の古さ及び一億一〇〇〇万円という収去費用からみて、その鑑定評価額は〇円になるか

。 、 、あるいはむしろマイナスになることが推認される しかし 右１における認定に照らせば

要するに県としては具体的な使用の予定なくして購入したというにすぎず、必ずしも近い

将来における収去を予定していたものとは認められないから、右建物が「要領」にいう解

体を予定して売買された建物にあたるとして、右のような価格の評価をすることはできな

いものというべきである。

また、前記甲第二三号証によれば 「基準」は 「最有効使用の観点から建物をとりこわ、 、

す

ことが妥当と認められる場合における建物及びその敷地の鑑定評価額は、当該敷地の最有

効使用に基づく価格（更地としての価格）に建物の解体による発生材料の価格を加算し、

とりこわし、除去、運搬等に必要な経費を控除して求める 」と規定していることが明ら。
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か

であり、また証人Ｆの証言によれば、建物を取り壊すことなく、買主において最有効使用

に反する建物を使用する場合には、

不動産鑑定評価においては土地の価格について建付減価を行なうべきであると考えられ

る。

しかし、前記甲第一、第三号証によれば、本件建物はおおむね同土地の最有効使用に適合

していたことが認められるので、同建物の価格の評価に当たつて右の「基準」に定めるよ

うな評価方法及び建付減価は採用できない。この点に関し、証人Ｆは、同建物は最有効使

用に反し、その効用は皆無であると供述するが、前記甲第一号証によれば、本件建物中に

はその昭和五四年当時の経済的残存耐用年数が三一年（現価率七〇パーセント）に及ぶも

のがあることが認められ、このことに照らしても同証人の右供述部分はにわかに採用でき

ない。

そうすると、本件建物を購入したこと自体は右１に照らし経済的観点からみて妥当でなか

つたといわざるを得ないけれども、買主の主観的目的とは別に客観的に判定されるべき同

建物の適正な価格は、前記甲第一ないし第五号証に照らせば、本件契約価格（六億円）程

度の額であると認めることができる。

七 本件契約締結行為の違法性の有無

以上の諸事情に鑑み検討するに、まず、前記五で検討したところによれば、本件土地につ

いては、被告の締結した本件契約での購入価格は適正価格より高額であり、また、本件建

物についても、前記六における検討によれば、価格自体は適正であるにせよ、不要の建物

を六億円もかけて購入した被告の行為自体は、経済的観点からみて不当なものであつたと

いわざるを得ない（なお、前記三に認定の事実関係に照らせば、本件評定は、本件土地建

物の売買価格につき事実上妥結した昭和五四年八月下旬頃に先立ち、既に同年六月上旬な

いし中旬頃には実質的に作成されていたことが明らかであるから、右売買価格が「規則」

に定める価格評定を行うことなく決定されたとする原告らの主張は採用できない 。。）

しかし、前記三で認定したような本件契約に至る経緯に鑑みれば、大学は終始本件土地建

物の一括売却を主張し、またその売買代金についてもかなりの高額を強く提示して、県の

提案とは平行線をたどつていたのであり、大学において必ずしも県に本件土地を購入して

もらわなければならないような状況にあつたとも断じ難く、県としては当時従前の主張に

固執するときは本件土地の購入ができなくなるに至る可能性も多分にあつたものといえ

る。

そして、

同認定のような本件土地の位置関係及び両側に既に県有地があつたこと等による同土地の

非代替性、県としての本多の森周辺整備計画の重要性に鑑みれば、このような場合に本件

土地建物を前記認定のような代金で購入するか、あるいは購入を締めるかは知事である被

告に委ねられた政策的決断の問題というべきであつて、原告らの主張する（請求原因６）

ように本件土地建物の購入を差し控えなければならないものとは到底いい難い（なお、一

般に、既に隣地の所有権を有している者が当該土地を併合買収する場合、あるいは立地条

件に基づき場所的代替性のないいわゆる所望買いをする場合には、正常価格よりもある程

度高額にて買い進むことも往々にしてあるのであつて、前記甲第三、第四号証はそのよう
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な場合には通常の三〇パーセント程度高額で買い進むこともありうるとしている 。ま。）

た、

大学において本件土地建物の売買代金により移転費用を賄おうとする意図を有していたこ

とは前記認定のとおりであり、なるほど本件土地の売買代金額決定の資料から別表（１）

の鑑定評価を除いたことは必ずしも相当ではなかつたけれども、被告において右の意図に

迎合し、この目的実現のためにことさらに右鑑定評価を除外して本件土地建物を前記のよ

うな代金額で購入しようとした事情も、これを認めることはできない。すなわち、前記認

定のように県議会において当初別表（１）の鑑定評価の存在を明らかにしなかつたことは

議会に対して契約の内容を十分に説明すべき前記二４で述べた長の一般的な義務に反した

ものといわざるをえないけれども、本件土地を前記認定のような代金で購入するに至つた

こと、及び本件建物を存置建物として評価した代金額で購入したことには諸般の事情に鑑

みれば無理からぬものがあり、本件土地の右代金額と前記認定の適正価格との開差及び本

件建物購入の非経済性を勘案しても、結局、被告において本件契約を締結したことは、そ

の裁量権を逸脱もしくは濫用した違法な行為であるということはできないものというべき

である。

八 結論

以上によれば、原告らの本訴請求はその余の点を判断するまでもなく理由がないからこれ

を棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条一項本文を

適用して、主文のとおり判決する。

（裁判官 寺本栄一 春日通良 原 啓一郎）

物件目録（一）

金沢市＜地名略＞

参番

学校用地 一四、五一六平方メートル

四 番

学校用地 三、七七〇平方メートル

五 番

学校敷地 四八二平方メートル

六 番

学校敷地 二八四平方メートル

物件目録（二）

金沢市＜地名略＞所在

鉄筋コンクリート造一部鉄骨コンクリート造

カラー鉄板葺地下一階付五階建 学校

（大学一号館）

床面積 三、九七六・八五平方メートル

外別紙物目録（一）の土地上に存する建物一八棟

取引事例目録

一 金沢市立美術工芸大学跡宅地（金沢市＜地名略＞、本件土地の隣地）

契約年月日 昭和四七年三月二四日
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面 積 二万七九二六平方メートル

売買価格 一〇億円

単 価 三万五八〇〇円

売 主 金沢市

買 主 石川県

二 石川県厚生年金会館用地（金沢市＜地名略＞所在、本件土地の約一五〇メートル近く

の宅地）

契約年月日 昭和四九年三月一八日

面 積 一万九〇八七・二五平方メートル

売 買 価 格 六億五六六九万三九五〇円

単 価 五万五〇〇〇円

売 主 石川県

買 主 社会保険庁


